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中世都市大山崎の展開と寺院（仁木）

　
【
要
約
】
　
九
～
十
六
世
紀
の
都
市
大
山
崎
を
舞
台
に
、
都
市
の
性
格
と
寺
院
の
あ
り
方
の
か
か
わ
り
を
追
究
す
る
。
国
家
管
理
の
諸
施
設
が
建
ち
な
ら
ぶ

　
十
世
紀
ま
で
の
大
山
崎
の
寺
院
は
、
国
家
鎮
護
の
性
格
を
強
く
も
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
意
味
で
平
安
京
の
西
の
境
界
を
護
持
し
て
い
た
。
十
｝
世
紀

　
か
ら
鎌
倉
時
代
に
は
、
大
山
崎
は
数
多
く
の
権
門
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
都
市
と
な
り
、
寺
院
も
そ
れ
ら
権
門
の
倉
敷
や
雑
色
・
寄
人
の
居
所
と
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
室
町
幕
府
が
成
立
す
る
と
、
都
市
民
は
「
神
人
在
所
」
と
し
て
大
山
騎
を
認
定
さ
せ
た
た
め
、
幕
府
と
結
び
つ
い
た
宝
積
寺
を
除
き
、
旧
寺
院

　
は
徐
々
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。
戦
国
期
に
は
、
都
市
民
の
那
落
が
大
山
崎
を
支
配
し
、
有
力
都
市
民
は
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
エ
の
寺
庵
を
建
立
し
た
。
そ
し
て

擁
羅
職
薩
韓
沸
騰
雌
蕊
灘
蝶
蝶
灘
噺
繋
戴
態

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
年
、
都
市
を
め
ぐ
る
研
究
は
活
況
を
呈
し
つ
つ
あ
る
。
中
世
に
限
っ
て
い
え
ば
、
京
都
・
堺
な
ど
の
畿
内
大
都
市
よ
り
、
中
小
都
市
に
研

究
の
中
心
が
移
っ
た
観
が
あ
る
。
ま
た
文
献
の
み
な
ら
ず
、
絵
図
や
絵
巻
物
な
ど
の
絵
画
史
料
、
発
掘
に
よ
っ
て
検
出
さ
れ
た
遺
構
・
遣
物
、

歴
史
地
理
学
的
に
地
割
を
復
元
す
る
た
め
の
地
籍
図
な
ど
多
様
な
史
資
料
を
活
用
す
る
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
戦
国
時
代
か
ら
織
豊
期
に
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
の
城
下
町
研
究
な
ど
は
、
こ
う
し
た
面
で
最
先
端
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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中
世
に
お
け
る
都
市
と
寺
社
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
建
築
史
学
の
分
野
で
、
伊
藤
毅
氏
は
、
中
世
後
期
京
都
の
寺
院
を
「
境
内
」
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
「
寺
内
」
系
に
区
別
し
、
従
来
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
議
論
さ
れ
て
い
た
寺
院
と
町
屋
の
関
係
を
定
義
づ
け
る
一
つ
の
指
針
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
宮
本
雅
明
氏
は
、
博
多
や
尼
崎
を
舞
台
に
、
寺
院
ご
と
に
独
立
し
た
中
世
の
都
市
空
間
が
、
近
世
権
力
に
よ
っ
て
統
一
し
た
露
礁
に
変
貌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
さ
ま
を
鮮
や
か
に
実
証
し
た
。

　
文
献
史
学
で
は
、
斉
藤
利
男
氏
が
、
中
世
前
期
の
都
市
の
広
域
性
、
分
散
性
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
都
市
の
境
界
に
立
地
す
る
寺
社
の
機
能

に
注
目
し
て
い
如
さ
ら
に
保
立
道
久
氏
は
、
絵
巻
物
や
荘
園
絵
図
を
分
折
し
、
中
世
前
期
の
地
方
小
都
市
が
疎
塊
村
的
「
町
」
と
寺
社
門
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
「
市
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
密
集
し
た
家
並
と
常
設
店
舗
と
い
う
、
中
世
都
市
の
既
成
の
イ
メ

ー
ジ
へ
の
有
力
な
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
を
提
起
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
研
究
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
、
中
世
都
市
に
お
け
る
寺
院
の
重
要
性
を
再
認
識
し
、
都
市
空
間
の
中
で
寺
院
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を

占
め
る
か
に
注
意
す
べ
き
こ
と
を
学
ん
だ
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
寺
院
を
主
に
領
主
と
し
て
の
側
面
で
と
ら
え
る
傾
向
が
強

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
視
角
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
都
市
民
の
信
仰
と
の
関
連
で
も
寺
院
の
位
置
を
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
都
市
空
間
論
は
し
ば
し
ば
、
都
布
民
の
動
向
、
都
市
共
同
体
へ
の
視
座
を
欠
い
て
い
る
。
か
つ
て
日
本
の
都
市
史
研
究
が
西
欧
の
自
由

都
市
論
の
影
響
を
受
け
て
共
同
体
の
み
を
重
視
し
す
ぎ
た
点
を
反
省
し
た
上
で
、
都
市
民
、
共
同
体
の
あ
り
方
、
そ
れ
ら
が
寺
院
と
取
り
結

ぶ
関
係
が
ど
の
よ
う
に
都
市
の
空
間
構
造
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
る
都
市
構
造

（
社
会
・
空
間
）
が
、
中
世
を
通
じ
て
均
一
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
か
、
そ
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
追
跡
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
大
山
崎
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
す
で
に
先
学
の
豊
富
な
研
究
成
果
を
有
し
て
い
る
。
石
清
水
八
幡
宮
神
人
に
よ
る
鋸
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

業
に
つ
い
て
は
豊
田
武
、
脇
田
晴
子
、
今
井
修
平
氏
ら
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
大
山
崎
の
諸
共
同
体
や
宮
座
に
つ
い
て
の
本
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

隆
成
、
小
西
瑞
恵
、
脇
田
晴
子
、
田
端
泰
子
、
高
牧
蜜
氏
ら
の
論
稿
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
稿
は
い
ず
れ
も
、
八
幡
宮
・
地
主
神
な
ど
と
、
荏
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中世都市大山崎の展開と寺院（仁木）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

胡
麻
油
の
特
権
的
商
業
や
都
市
共
同
体
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
だ
が
中
世
の
全
期
間
を
通
じ
て
、
荏
胡
麻
油
商
業
と
の
か
か
わ
り
だ
け
で
都
市
大
山
崎
の
発
展
を
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
代
・
中

世
か
ら
近
世
ま
で
、
こ
の
地
に
数
多
く
の
寺
院
が
立
地
し
つ
づ
け
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
。
「
油
神
人
の
都
市
」
と
し
て
大
山

崎
を
描
く
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
中
世
大
山
崎
の
全
体
像
を
示
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
中
世
後
期
、
大
山
崎
が
神
領

と
さ
れ
、
都
市
民
が
神
人
と
し
て
特
権
を
拡
大
し
て
い
っ
た
時
期
、
都
市
民
と
寺
院
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
古
代
・
中
世
前
期
や
大
山
崎
の
近
世
化
の
過
程
で
、
都
市
民
や
寺
院
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
都
市
構
造
は
ど
う
変
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
う
し
た
視
角
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
都
市
大
山
崎
の
歴
史
を
新
た
な
側
面
か
ら
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
な
お
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
『
大
山
崎
町
史
』
本
文
編
・
史
料
編
に
は
史
料
の
所
在
を
は
じ
め
多
大
の
示
唆
を
得
た
。
文
中
で
い
ち
い
ち
ふ

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
・
初
め
に
謝
辞
を
暴
し
て
お
き
た
晦
・

　
①
　
最
新
の
代
表
的
成
果
は
、
前
川
要
『
都
市
考
古
学
の
研
究
臨
（
柏
欝
房
、
　
一
九
　
　
　
　
　
九
七
三
年
）
、
小
西
「
地
主
神
の
祭
礼
と
大
山
崎
惣
町
共
同
体
」
（
『
日
本
史
研
究
』

　
　
九
一
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六
、
一
九
七
六
年
）
、
同
「
中
世
都
市
共
同
体
の
構
造
的
特
質
」
（
『
日
本
史
研

　
②
　
伊
藤
「
中
世
都
市
と
寺
院
」
（
高
橋
康
夫
他
編
『
日
本
都
市
史
入
門
』
1
、
東
　
　
　
　
　
究
』
一
七
穴
、
一
九
七
七
年
）
、
脇
田
「
自
治
都
市
の
成
立
と
そ
の
構
造
」
（
『
日
本

　
　
京
大
学
出
版
会
、
一
九
入
九
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
世
都
市
論
隔
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
、
田
端
「
中
世
大
山
崎
の
惣

　
③
　
宮
本
「
空
間
志
向
の
都
市
史
」
（
同
右
書
）
、
同
「
尼
綺
」
（
同
右
∬
、
　
一
九
九
　
　
　
　
　
結
合
」
（
『
中
世
村
落
の
構
造
と
領
主
制
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）
、

　
　
○
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
牧
「
中
世
末
大
山
崎
の
祭
祀
と
頭
」
（
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
七
五
、
一
九
九

　
④
斉
藤
「
荘
園
公
領
制
社
会
に
お
け
る
都
市
の
構
造
と
領
域
」
（
蜘
歴
史
学
研
究
』
　
　
○
年
）
な
ど
。

　
　
五
三
四
、
一
九
八
四
年
）
、
同
『
平
泉
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
こ
の
他
、
吉
川
一
郎
『
大
山
綺
史
叢
考
』
（
創
元
社
、
一
九
五
三
年
）
も
貴
重
な

　
⑤
保
立
「
宿
と
市
町
の
景
観
」
（
『
季
刊
自
然
と
文
化
』
＝
二
、
一
九
八
六
年
）
な
　
　
先
行
研
究
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
大
山
瞬
町
役
場
、
一
九
入
一
年
（
史
料
編
）
二
九
八
三
年
（
本
文
編
）
。
以
下
、

　
⑥
　
豊
照
著
作
集
琶
『
中
世
の
商
人
と
交
通
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
、
脇
　
　
　
　
　
『
町
史
隠
と
略
す
。

　
　
田
『
日
本
中
世
商
業
発
達
史
の
研
究
』
（
御
茶
の
水
雲
房
、
一
九
六
九
年
）
、
今
井
　
　
　
　
⑩
　
中
世
で
は
、
地
名
と
し
て
は
「
山
崎
」
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
史
料

　
　
　
「
大
山
崎
油
座
の
近
世
的
変
貌
」
（
『
神
女
大
史
学
』
三
、
　
九
八
四
年
）
な
ど
。
　
　
　
　
上
の
表
記
を
除
き
、
当
該
都
市
域
を
あ
ら
わ
す
表
現
と
し
て
「
大
山
崎
」
を
も
ち

　
⑦
本
多
「
中
憶
末
・
近
世
初
頭
の
大
山
崎
惣
中
」
（
『
日
本
史
研
究
隔
一
三
四
、
一
　
　
い
る
。
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1
1

平
安
前
期
の
大
頃
崎

大
山
崎
の
立
地
と
律
令
国
家

le4 （394）

　
山
崎
の
名
は
、
早
く
白
帆
四
年
（
六
五
三
）
の
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
（
『
町
史
』
史
料
編
一
頁
、
以
下
、
「
町
史
1
」
と
略
す
）
が
、
そ
こ
が
一
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
行
基
が
淀
川
を
跨
ぐ
山
崎
橋
を
架
橋
し
て
か
ら
で
あ
る
。
『
行
基
年
譜
』
に
よ
る
と
、
神
亀
二
年
（
七
二
五
）
、

行
基
は
こ
の
地
に
山
崎
橋
を
架
け
、
天
平
三
年
（
七
三
一
）
に
は
、
山
崎
院
を
造
営
し
た
と
い
う
（
町
史
－
～
2
）
。
2
節
で
み
る
よ
う
に
、
大
山
崎

の
複
数
の
寺
院
が
行
基
の
開
基
伝
承
を
も
つ
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
所
伝
を
一
概
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
山
崎
が
奈
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

時
代
か
ら
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

　
や
が
て
長
岡
京
・
平
安
京
に
都
が
移
る
と
、
山
城
・
摂
津
の
国
境
に
位
置
す
る
大
山
崎
は
都
へ
の
主
要
な
出
入
口
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
第
一
の
意
義
は
、
軍
事
・
交
通
上
の
結
接
点
で
あ
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
国
家
的
な
異
変
・
反
乱
に
際
し
、
朝
廷
が
大

山
崎
に
兵
を
派
遣
し
、
駐
留
さ
せ
た
記
事
は
、
大
同
五
年
（
八
一
〇
）
か
ら
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
に
か
け
て
し
ば
し
ぼ
み
ら
れ
る
（
『
日
本
後
紀
』
町

史
7
～
『
貞
信
公
記
抄
』
町
史
2
8
）
が
、
こ
れ
は
西
国
と
平
安
京
を
結
ぶ
交
通
を
掩
す
位
置
に
大
山
崎
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
こ
の
地
は
、

西
国
の
諸
国
・
諸
荘
園
か
ら
都
の
朝
廷
・
公
家
・
寺
社
へ
納
め
ら
れ
る
物
資
の
陸
揚
げ
、
中
継
ぎ
地
と
し
て
の
機
能
も
負
っ
て
い
た
。

　
平
安
京
の
出
入
口
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
こ
が
境
界
の
祭
祀
の
行
わ
れ
る
場
で
あ
っ
た
点
に
も
注
目
し
た
い
。
京
の
い
わ
ば
「
裏
鬼
門
」
に

あ
た
る
当
地
で
は
、
疫
神
祭
や
四
界
祭
な
ど
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
祭
祀
は
『
延
喜
式
』
で
最
初
に
確
認
さ
れ
（
町
史
2
2
）
、
ケ
ガ
レ

が
京
へ
侵
入
す
る
の
を
せ
き
止
め
る
場
と
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
意
味
で
も
大
山
崎
が
平
安
京
の
境
界
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

当
地
で
、
西
国
か
ら
帰
還
し
た
追
捕
使
の
祓
え
が
行
わ
れ
た
り
、
刀
伊
の
捕
虜
の
入
京
を
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
た
り
し
た
の
も
岡
様
の
意
味

を
有
し
よ
う
（
『
本
朝
世
紀
』
町
史
2
8
、
『
小
右
記
』
町
史
3
5
）
。
の
ち
の
時
代
も
大
山
崎
の
軍
事
・
交
通
上
の
位
置
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
意
味
で
の
重
要
性
に
妾
該
期
の
特
徴
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



中世都市大山碕の展開と寺院（仁木）

　
こ
う
し
た
大
山
崎
に
律
令
国
家
は
様
々
な
施
設
を
整
備
し
て
い
っ
た
。
山
崎
橋
は
長
岡
京
造
営
後
は
国
家
の
管
理
下
に
入
り
、
朝
廷
は
造
山

崎
橋
使
を
任
命
し
、
橋
守
を
置
く
な
ど
、
橋
の
修
造
・
維
持
に
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
（
『
類
聚
三
代
格
』
町
史
1
1
）
。
山
崎
津
に
つ
い
て
は
、
長

岡
京
造
営
物
資
の
陸
揚
げ
港
と
し
て
建
設
さ
れ
、
都
が
平
安
京
に
移
っ
た
の
ち
も
西
の
外
港
と
し
て
大
い
に
賑
わ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
山
崎
橋
同
様
、
国
家
に
よ
っ
て
整
備
・
管
理
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
当
地
に
は
、
山
陽
道
第
一
の
宿
駅
と
し
て
山

崎
駅
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
（
『
類
聚
三
代
格
』
町
史
6
、
『
延
喜
式
』
町
史
2
4
）
、
戦
略
上
の
要
請
か
ら
山
崎
関
が
随
時
固
め
ら
れ
た

（『

蜷
M
公
記
抄
』
町
史
2
8
）
。

　
さ
ら
に
嵯
峨
天
皇
な
ど
は
当
地
の
風
光
を
好
み
、
河
陽
離
宮
を
つ
く
っ
て
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
か
ら
承
和
十
二
年
（
八
四
五
）
に
か
け
て
行
幸

を
繰
り
返
し
た
（
『
日
本
後
紀
』
町
史
7
～
『
続
日
本
後
紀
』
町
史
1
0
）
。
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
に
は
こ
の
離
宮
に
山
崎
国
府
が
移
さ
れ
、
延
喜
八
年

（
九
〇
八
）
、
離
宮
院
の
建
物
が
山
崎
国
司
管
理
下
に
移
さ
れ
て
い
る
（
『
三
代
実
録
』
町
史
1
4
、
『
朝
野
群
載
』
町
史
2
1
）
。
九
、
十
世
紀
の
大
山
崎
は
、

律
令
国
家
の
直
接
管
理
下
に
あ
る
橋
梁
・
港
湾
・
駅
・
関
・
離
宮
・
国
府
な
ど
の
一
大
集
中
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
場
が
都
市
的
な
様
相
を
呈
す
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
、
大
山
崎
で
酒
造
が
行
わ
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
や
遊
女
が
い
た
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
（
『
日
本
後
紀
』
町
史
6
）
。
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
に
は
、
大
山
崎
の
火
災
で
三
百
三
家
が
消
失
し
た
と

い
う
（
『
文
徳
実
録
』
町
史
1
1
）
。

　
朝
廷
は
九
世
紀
の
半
ば
以
降
、
大
山
崎
の
在
地
神
で
あ
る
酒
槽
神
・
山
崎
神
に
官
位
を
与
え
、
厚
遇
し
て
い
る
（
『
続
日
本
後
帯
』
町
史
8
～
）
。

九
世
紀
後
半
に
は
犯
罪
者
検
挙
の
た
め
、
当
地
に
検
非
違
使
が
派
遣
さ
れ
た
。
検
非
違
使
の
検
察
を
避
け
て
里
中
を
逃
れ
た
「
舞
狢
藻
輩
」
が

　
　
　
　
（
淀
）

「
埋
葬
・
与
渡
・
大
井
等
津
頭
」
に
多
数
お
り
、
こ
れ
を
取
り
締
ま
る
た
め
と
い
う
（
鷺
二
代
実
録
』
町
史
1
7
）
。
や
が
て
こ
う
し
た
検
非
違
使
の

行
動
は
「
津
廻
」
と
し
て
形
式
化
し
、
大
山
崎
で
刀
禰
と
よ
ば
れ
る
在
地
の
役
人
の
報
告
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
（
『
親
信
叢
記
』
町
史
3
2
）
。

だ
が
十
世
紀
も
後
半
に
な
る
と
、
住
民
の
闘
乱
を
契
機
と
す
る
放
火
に
よ
っ
て
在
家
が
焼
亡
す
る
事
件
が
つ
づ
く
よ
う
に
な
る
（
『
日
本
虚
辞
』

町
史
3
1
～
）
。
大
山
崎
が
平
安
京
近
郊
の
都
市
的
な
場
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
た
め
住
民
の
移
動
・
交
流
も
活
発
に
な
り
、
犯
罪
者
の
巣
窟
と
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な
り
か
ね
な
い
様
子
が
う
か
が
い
し
ら
れ
る
。

　
平
安
京
と
西
国
を
結
ぶ
大
動
脈
の
喉
元
を
潔
し
、
西
国
か
ら
の
大
量
の
物
資
の
陸
揚
げ
港
で
あ
り
、
し
か
も
平
安
京
か
ら
一
定
の
距
離
を
保

つ
と
い
う
立
地
。
こ
う
し
た
地
理
酌
条
件
に
、
山
城
と
摂
津
の
国
境
と
い
う
イ
デ
置
戸
ギ
ー
要
素
も
加
え
て
、
大
山
崎
は
平
安
前
期
、
都
布
的

な
空
間
と
し
て
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
橋
・
港
・
駅
と
い
っ
た
国
家
管
理
の
施
設
が
集
中
す
る
当
地
に
は
、
や
が
て
都
市
民
と
よ
ぶ
べ
き
人

々
が
集
ま
り
住
み
、
日
常
的
な
交
流
の
中
で
賑
わ
い
と
喧
燥
を
高
め
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
都
市
的
な
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
大
山
崎
に
は
、
ま
た
多
く
の
寺
院
が
創
設
さ
れ
て
い
っ
た
。

le6　（396）

2
　
奪
院
の
草
創

　
相
応
審
　
九
世
紀
半
ば
、
朝
廷
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
定
め
ら
れ
た
四
至
は
「
東
至
橋
道
、
南
至
河
崖
、
西
至
作

山
、
北
至
大
路
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
北
を
播
磨
大
路
（
累
世
街
道
）
、
南
を
淀
川
の
河
岸
で
区
画
さ
れ
、
東
は
「
東
道
」
（
播
磨
大
路
か
ら
分
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

れ
て
山
崎
橋
に
い
た
る
）
に
接
す
る
、
大
山
晦
随
一
の
要
地
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
『
三
代
実
録
』
町
史
1
5
）
。

　
相
応
寺
の
こ
う
し
た
立
地
の
意
味
は
そ
の
負
わ
さ
れ
て
い
た
機
能
か
ら
説
明
で
き
よ
う
。
西
海
で
藤
原
純
友
の
乱
が
盛
ん
で
あ
っ
た
天
慶
三

年
（
九
四
〇
）
正
月
、
朝
廷
の
命
を
う
け
た
嘉
定
玄
は
相
応
寺
で
不
動
法
を
修
し
、
内
乱
の
鎮
圧
を
祈
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
月
に
は
、
山
崎
関

に
警
固
使
・
兵
士
が
派
遣
さ
れ
、
西
国
の
乱
に
備
え
て
い
る
（
『
貞
信
公
記
抄
』
町
史
2
7
～
2
8
）
。
こ
の
一
連
の
事
件
は
、
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
的
、
軍

事
的
に
平
安
京
の
西
の
守
り
の
要
に
位
置
す
る
大
山
崎
の
中
で
も
、
相
応
寺
が
国
家
護
持
の
主
た
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
象
徴
的

に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
西
願
寺
（
の
ち
の
成
稿
寺
）
　
安
貞
二
年
（
＝
三
八
）
の
太
政
宮
符
に
よ
る
と
、
山
門
妙
香
院
は
二
二
二
年
（
九
九
〇
）
、
御
祈
願
所
に
な
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

西
願
寺
は
そ
の
妙
香
院
の
別
院
で
あ
っ
た
と
い
う
。
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
に
も
、
西
願
寺
は
妙
香
院
の
別
院
と
し
て
確
認
で
き
る
と
い
う
。

次
章
で
み
る
十
三
世
紀
初
頭
と
同
じ
位
置
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
播
磨
大
路
に
面
し
、
橋
道
よ
り
や
や
北
東
寄
り
に
立
地
し
た
こ
と
に
な
る
。
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慈
悲
尾
由
寺
（
西
観
音
寺
、
信
善
谷
）
　
天
平
十
八
年
置
七
四
六
）
、
聖
武
天
皇
の
祈
願
所
と
し
て
行
基
が
開
基
し
た
と
い
う
（
「
大
山
崎
寺
詣
帳
」
（
元

禄
五
年
（
一
六
九
二
）
）
町
史
蹴
）
。
同
塵
に
つ
い
て
は
、
十
一
～
三
世
紀
の
数
通
の
譲
状
が
残
っ
て
お
り
、
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
の
僧
忠
覚
譲
状

で
は
、
鎮
護
国
家
の
た
め
の
草
創
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
『
石
清
水
文
書
』
町
史
3
8
）
。
十
三
世
紀
以
降
と
同
様
、
当
該
期
も
山
門
末

　
⑧

寺
で
、
大
山
崎
の
西
寄
り
、
天
王
山
の
中
腹
に
三
舎
が
展
開
し
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　
宝
積
寺
　
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
、
聖
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
っ
て
行
基
が
開
基
し
た
と
伝
え
る
が
、
確
実
な
初
見
は
長
保
五
年
（
一
〇
〇
ゴ
一
）
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
（
「
大
山
崎
寺
改
帳
」
（
前
掲
）
、
『
続
本
朝
往
生
伝
』
町
史
3
3
）
。
先
述
し
た
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
の
慈
悲
尾
山
寺
の
譲
状
で
は
、
石
清
水
宮
寺
・
円

明
寺
・
宗
成
寺
の
住
僧
ら
と
と
も
に
「
一
門
嫡
弟
」
と
し
て
奥
に
署
介
し
、
譲
状
の
内
容
を
保
証
し
て
い
る
。
の
ち
に
大
山
崎
の
中
心
部
山
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

り
、
西
願
寺
（
成
恩
寿
）
の
裏
山
に
占
地
す
る
が
、
当
該
期
の
位
置
は
特
定
で
き
な
い
。

　
円
明
寺
・
宗
成
専
（
修
成
寺
）
　
円
明
寺
は
大
山
崎
の
集
落
か
ら
北
二
二
㎞
の
位
置
に
あ
り
、
大
山
崎
の
都
市
域
内
に
ふ
く
ま
れ
る
と
は
い
え

な
い
。
し
か
し
あ
と
で
詳
し
く
ふ
れ
る
よ
う
に
、
本
稿
で
中
心
的
な
検
討
対
象
と
な
る
宝
積
寺
に
き
わ
め
て
関
連
深
い
寺
院
で
あ
る
こ
と
か
ら

可
能
な
限
り
取
り
上
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
こ
の
円
明
寺
と
仁
心
寺
の
史
料
上
の
初
見
は
、
先
述
の
康
平
五
年
置
一
〇
六
二
）
の
慈
悲
尾
山
寺
の
譲
状
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
段
階
で
宝
積

寺
な
ど
と
な
ら
ぶ
、
大
山
崎
の
有
力
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
宗
成
寺
の
正
確
な
位
置
は
不
明
で
あ
る
。

　
以
上
、
大
山
崎
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
の
姿
を
平
安
時
代
中
期
ま
で
追
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
寺
院
の
多
く
は
天
皇
や
朝
廷
と
深
い
結
び
つ
き

を
有
し
、
ま
た
山
門
系
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
も
あ
る
。
国
家
管
理
の
都
市
、
平
安
京
の
西
方
守
護
の
要
と
し
て
の
大
山
崎
の
位
置

が
こ
れ
ら
寺
院
の
性
格
を
規
定
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
大
山
崎
の
諸
寺
院
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
都
市
大
山
崎
支
配
の
た
め
、

律
令
国
家
に
よ
っ
て
政
策
的
に
立
地
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
律
令
国
家
の
首
都
平
安
京
に
と
っ
て
交
通
上
、
軍
事
上
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
重
要
点
で
あ
る
大
山
崎
に
は
、
橋
梁
・
港
湾
・
国
府
な
ど
が

整
備
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
な
ら
ん
で
蔓
を
競
う
国
家
護
持
の
寺
院
も
、
朝
廷
に
よ
る
都
市
支
配
の
一
翼
を
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
平
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安
初
中
期
の
大
山
崎
は
、
諸
施
設
と
寺
院
が
密
集
す
る
、
国
家
の
直
轄
都
市
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
但
し
、
当
地
域
に
は
白
鳳
期
の
寺
院
も
存
在
し
た
（
林
亨
「
古
代
に
お
け
る
大

　
山
騎
地
域
所
在
の
諸
施
設
に
関
す
る
一
考
察
」
、
『
水
無
瀬
野
』
恥
厘
晦
6
、
一
九

　
九
一
年
）
。

②
　
館
野
和
己
「
律
令
制
下
の
渡
河
点
交
通
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
一
六

　
六
、
一
九
八
二
年
）
。
山
崎
橋
・
山
崎
院
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
林
論
文
注
①
。

③
　
高
橋
昌
明
「
境
界
の
祭
濯
」
（
『
日
本
の
社
会
史
隔
二
、
岩
波
叢
叢
、
一
九
八
七

　
年
）
参
照
。

④
「
河
陽
遊
女
」
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
紀
略
』
永
延
二
年
（
九
八
八
）
九
月
一
八

　
日
条
。

⑤
現
地
比
定
に
つ
い
は
、
林
論
文
注
①
。
こ
の
他
、
相
応
寺
に
つ
い
て
は
、
『
今

　
昔
物
語
集
』
1
4
1
3
4
参
照
。

⑥
『
門
葉
記
』
7
4
所
載
。
鎌
倉
遺
文
三
七
二
〇
。

⑦
「
妙
香
院
庄
園
目
録
」
、
『
町
史
』
本
文
編
螂
頁
。

⑧
　
「
四
条
天
皇
宣
旨
案
」
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
十
二
月
三
目
（
『
勝
尾
寺
文
書
』
、

　
鎌
倉
遣
文
五
三
四
六
）
に
よ
っ
て
、
山
僧
の
相
伝
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑨
　
『
色
葉
字
類
薄
明
（
平
安
末
期
成
立
）
の
宝
積
毒
の
項
に
「
天
平
年
中
行
基
菩
薩

　
造
之
寺
賦
」
と
あ
る
。
な
お
、
史
料
中
に
は
宝
寺
、
宝
煎
寺
と
出
て
く
る
こ
と
も

　
多
い
。

⑩
林
亨
氏
（
大
山
崎
町
激
育
委
員
会
）
は
、
宝
積
寺
が
行
基
の
山
崎
院
の
後
身
で

　
あ
り
、
平
安
年
中
ま
で
山
崎
橋
の
た
も
と
に
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
（
同
氏
談
）
。
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権
門
の
都
市
分
割
と
寺
院

1
　
都
市
支
配
の
変
容

　
淀
川
水
運
の
開
発
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
中
期
以
後
、
新
た
に
淀
津
が
賑
わ
い
を
暴
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
、

白
河
上
皇
が
鳥
羽
院
を
造
営
す
る
頃
に
は
、
こ
の
鳥
羽
や
淀
が
都
と
西
国
を
結
ぶ
中
継
基
地
と
し
て
圧
倒
的
な
地
位
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
。

そ
の
た
め
平
安
京
か
ら
よ
り
遠
く
、
港
湾
と
し
て
拡
大
発
展
す
る
た
め
の
地
形
条
件
が
十
分
で
な
か
っ
た
山
崎
津
は
徐
々
に
衰
退
し
て
い
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
律
令
国
家
の
衰
え
は
、
山
崎
駅
の
廃
絶
を
も
た
ら
し
、
山
崎
橋
も
承
平
五
年
（
九
三
五
）
に
確
認
さ
れ
る
の
を
最
後
に
（
『
土
左
日
記
』
町
史

①2
5
）
、
そ
の
再
建
の
企
て
は
挫
折
し
た
。
加
え
て
検
非
違
使
の
津
廻
や
境
界
祭
祀
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
十
世
紀
の
後
半

以
降
、
国
家
に
よ
っ
て
維
持
・
整
備
さ
れ
て
い
た
諸
施
設
が
大
山
崎
か
ら
次
々
と
姿
を
消
し
、
検
断
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
の
管
理
も
行
き
届
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か
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
律
令
国
家
の
振
興
政
策
に
よ
っ
て
発
展
を
遂
げ
て
き
た
都
市
大
山
綺
は
、
国
家
に
よ
る
直
接
的
な
支
配
関
与
を
減
少
さ

せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
大
山
崎
が
都
市
と
し
て
衰
退
に
向
か
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
の
地
が
播
磨
大
路
（
西
国
街
道
）
の
主
要
な
宿
駅
で
あ
る
こ

と
は
変
わ
ら
な
い
し
、
交
通
量
の
増
大
に
と
も
な
い
そ
の
重
要
性
は
む
し
ろ
増
し
て
い
っ
た
。
鎌
倉
前
期
の
清
水
坂
非
人
は
京
都
を
中
心
と
し

て
幹
線
交
通
路
を
お
さ
え
、
畿
内
近
国
一
円
に
わ
た
る
雰
人
支
配
権
を
奈
良
坂
と
争
っ
た
が
、
そ
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
内
に
「
山
崎
吉
野
法
師
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
い
た
こ
と
は
、
大
山
崎
が
依
然
と
し
て
交
通
上
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
律
令
国
家
の
管
理
を
離
れ
た
平
安
中
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
、
大
山
崎
は
他
の
畿
内
港
湾
都
市
同
様
、
諸
権
門
に
よ
っ
て
分
割
支
配
さ
れ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
当
地
に
は
、
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
に
摂
関
家
の
散
所
が
、
建
長
五
年
（
…
二
五
三
）
に
近
衛
家
の
散
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
（
『
宇
治
関
白
高
野
山
御
参
詣
記
』
町
史
3
7
、
『
近
衛
家
文
書
』
町
史
6
6
）
。
し
か
も
、
検
非
違
使
一
刀
禰
と
い
う
律
令
国
家
の
都
市
支
配
組
織

が
摂
関
家
に
よ
っ
て
私
的
に
再
編
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
京
都
の
主
要
外
港
の
地
位
を
失
っ
た
た
め
、
淀
や
大
津
の
よ
う
に
諸
権
門
の
大
規
模

な
倉
庫
群
の
存
在
は
想
定
で
き
な
い
が
、
淀
川
や
播
磨
大
路
沿
い
に
は
か
な
り
の
数
の
倉
庫
が
建
ち
並
び
、
交
通
運
輸
業
者
（
舟
運
業
者
、
馬
借

・
車
借
）
が
集
住
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
大
山
崎
の
土
地
は
摂
関
家
を
中
心
と
す
る
公
家
・
寺
社
な
ど
に
占
有
さ
れ
、
そ
の
住

民
は
散
所
雑
色
や
寄
人
な
ど
に
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
、
隣
接
す
る
摂
津
塩
水
野
瀬
荘
の
土
地
を
肉
崎
住
人
が
購
入
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
事
件
は
大
山
崎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

富
貴
の
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
（
『
内
閣
文
庫
駈
蔵
文
書
』
町
史
3
7
）
。
こ
う
し
て
富
裕
化
し
て
い
っ
た
大
山
崎
住
民
の
姿
は
、
『
信
貴
山
縁
起
』

や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
八
（
町
史
5
1
）
に
描
か
れ
る
「
山
崎
長
者
」
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
も
権
門
に
仕
え
る
有
力
者
の
一

人
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
に
都
市
民
も
そ
の
萌
芽
的
な
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
十
三
世
紀
初
頭
に
は
大
山
崎
で
荏
胡
麻
油
の
生
産
が
確
認
さ
れ
る
。
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
、
「
油
売
小
屋
」
が
史
料
に
見
え
る
し
、

離
宮
八
幡
宮
に
伝
わ
る
最
古
の
古
文
書
は
貞
応
元
年
（
一
二
一
三
）
、
大
山
崎
神
人
の
不
破
関
通
過
を
承
認
す
る
国
司
下
文
で
あ
る
（
『
霜
月
記
』
町
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④

史
5
9
、
『
離
宮
八
幡
宮
文
書
』
1
）
。
大
山
崎
神
人
の
荏
胡
麻
油
商
圏
が
早
く
も
美
濃
国
ま
で
拡
大
し
て
い
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
脇
差
晴
子
氏
な

ど
に
よ
る
と
、
遅
く
と
も
十
二
世
紀
後
半
に
は
大
山
崎
で
荏
胡
麻
油
の
生
産
が
増
え
、
石
清
水
八
幡
宮
の
神
人
化
す
る
こ
と
で
そ
の
生
産
・
販

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

売
特
権
を
獲
得
し
て
い
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
翻
し
、
大
山
崎
住
民
の
神
人
化
、
油
神
人
の
特
権
強
化
が
一
気
に
進
む
の
は
十
三
世
紀
末

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
律
令
国
家
の
直
接
的
な
保
護
・
支
配
下
か
ら
は
ず
れ
た
大
山
崎
は
、
そ
の
交
通
上
の
立
地
条
件
に
注
目
し
た
摂
関
家
を
は
じ
め
と
す
る
諸
権

門
に
分
割
さ
れ
、
都
市
民
も
そ
れ
ら
権
門
に
分
属
し
た
。
荘
園
公
領
制
の
展
開
は
物
資
の
交
通
を
よ
り
活
発
に
し
た
た
め
、
大
山
崎
の
都
市
的

成
長
は
進
み
、
都
市
民
の
集
中
が
一
層
高
ま
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
で
は
国
家
の
直
接
的
な
関
与
が
低
減
し
、
都
市
支
配
の
形
態
が
変
わ
っ
た
大
山
崎
に
お
い
て
、
寺
院
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
は
た
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
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2
　
権
門
所
領
と
寺
院

　
a
　
権
門
の
寺
院
支
配

　
関
戸
院
　
山
崎
関
に
関
連
す
る
施
設
で
、
そ
の
付
属
の
建
物
に
起
源
を
有
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
、
関
預
藤
原

公
則
が
藤
原
道
長
を
歓
待
し
て
い
る
し
（
『
挟
桑
略
記
』
町
史
3
5
）
、
嘉
保
二
年
（
…
〇
九
五
）
に
は
関
戸
院
を
領
所
と
す
る
源
経
信
が
、
西
国
へ
の

赴
任
の
途
中
宿
泊
し
て
い
る
（
『
血
清
卿
記
』
町
史
4
1
）
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
関
戸
院
は
公
家
が
所
有
・
管
理
し
、
そ
の
宿
泊
・
休
憩
に
供
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
成
三
寿
（
西
願
寺
）
　
西
願
寺
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
十
、
十
一
世
紀
に
は
山
門
妙
香
院
末
寺
で
あ
っ
た
が
、
妙
香
院
検
校
の
良
快
は
、
師
下

欄
係
に
あ
っ
た
兄
九
条
良
平
に
同
寺
を
譲
っ
た
。
以
下
、
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
の
太
政
官
符
に
よ
る
と
、
良
平
は
当
寺
を
智
恩
寺
と
改
名
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
良
平
）

回
廊
・
鐘
楼
・
大
門
な
ど
を
造
立
し
た
。
そ
し
て
鎌
足
以
下
祖
先
の
影
像
を
安
置
し
、
当
寺
の
「
感
官
・
僧
官
共
、
当
江
口
後
胤
之
仁
」
が
嗣
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ぐ
よ
う
に
定
め
た
。
さ
ら
に
、
当
寺
と
は
別
に
浄
土
院
に
阿
弥
陀
仏
を
造
立
し
、
修
成
奪
を
復
興
し
、
こ
れ
ら
二
寺
と
成
恩
専
に
阿
仁
梨
を
置

い
た
。
そ
の
上
で
朝
廷
か
ら
太
政
嘗
符
を
得
て
、
藍
革
を
「
東
限
溝
口
谷
、
南
限
播
磨
大
路
北
、
西
限
西
谷
西
峰
、
北
限
八
王
寺
山
南
谷
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

確
定
し
、
寺
域
内
の
不
入
権
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
西
願
寺
は
、
九
条
家
の
寺
一
成
恩
寺
に
そ
の
姿
を
一
変
さ
せ
た
。

　
と
こ
ろ
が
寛
喜
年
中
（
コ
三
九
～
三
　
）
、
良
平
は
、
成
恩
寺
を
洛
中
九
条
坊
門
万
里
小
路
に
移
転
し
て
し
ま
っ
た
（
成
恩
院
と
改
名
）
が
、
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

安
二
年
（
一
二
七
九
）
、
今
度
は
一
条
実
経
が
、
東
福
寺
宋
寺
と
し
て
大
山
崎
に
成
恩
寺
を
創
建
し
た
。
　
実
経
は
良
平
の
兄
三
葉
の
孫
で
あ
っ
た

関
係
か
ら
旧
成
恩
寺
の
寺
地
を
譲
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
の
ち
長
く
成
恩
寺
は
、
策
福
寺
末
で
一
条
家
の
寺
と
し
て
相
伝
さ
れ
て
ゆ
く
。

　
円
明
寺
　
建
暦
三
年
（
＝
一
一
三
）
の
天
台
座
主
慈
円
の
所
領
譲
状
に
、
山
門
無
榎
寺
管
轄
下
の
寺
院
と
し
て
見
え
（
『
華
頂
要
略
』
町
史
6
1
）
、
承

久
元
年
（
＝
＝
九
）
に
は
、
「
院
御
悩
御
浸
」
の
た
め
愛
染
王
法
が
修
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
『
光
台
院
御
室
伝
』
町
史
6
2
）
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
当
寺
は
西
園
寺
家
の
「
円
明
山
荘
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
寛
喜
二
年
（
＝
一
三
〇
）
に
は
西
園
寺
公
経
が
当
寺
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

訪
れ
、
翌
年
に
は
九
条
道
家
が
方
違
に
当
寺
を
利
用
し
て
い
る
。
　
こ
の
前
後
に
当
寺
は
公
経
か
ら
道
家
へ
譲
与
さ
れ
た
ら
し
い
。
建
長
二
年

（
＝
一
五
〇
）
、
道
家
は
円
明
寺
山
荘
等
を
息
一
条
実
経
に
譲
り
（
『
九
条
家
文
書
』
町
史
6
5
）
、
の
ち
に
円
明
寺
殿
と
呼
ば
れ
る
実
竹
は
弘
安
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

（
＝
三
四
）
、
当
寺
で
西
大
寺
叡
尊
か
ら
受
戒
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
円
明
寺
は
一
条
家
の
寺
と
し
て
相
伝
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
修
成
寺
、
成
恩
寺
の
条
で
み
た
よ
う
に
、
十
三
世
紀
前
半
、
九
条
良
平
に
よ
っ
て
復
興
さ
れ
た
が
、
十
三
世
紀
の
後
半
に
は
、
石
清
水
八
幡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

宮
の
神
官
の
家
に
相
伝
さ
れ
て
い
る
。
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
の
宮
清
処
分
状
で
は
宮
清
か
ら
尚
清
に
与
え
ら
れ
、
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
の

譲
状
で
は
山
（
渠
林
）
と
と
も
に
尚
清
か
ら
宮
一
若
に
譲
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
『
石
清
水
文
書
』
町
史
7
3
）
。
九
条
家
が
成
恩
寺
を
洛
中
に
移
し

て
か
ら
当
寺
の
所
有
権
が
神
官
家
に
流
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
西
観
音
寿
（
慈
悲
羅
山
寺
）
建
長
四
年
（
＝
一
五
二
）
、
当
寺
に
西
接
す
る
摂
津
野
水
無
瀬
荘
と
境
界
相
論
が
発
生
し
た
。
和
与
の
命
令
を
伝
え

る
座
主
営
令
旨
が
、
「
中
堂
執
行
」
に
対
し
西
観
音
寺
へ
の
下
知
を
令
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
寺
が
山
門
支
配
下
の
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
（
『
西
観
音
寺
文
書
』
町
史
6
6
）
。
ま
た
当
寺
は
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
、
宝
積
寺
と
山
林
相
論
を
交
え
る
が
、
そ
の
聞
の
史
料
を
参
照
し
て
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⑬

も
、
当
寺
が
摂
関
家
や
石
清
水
八
幡
宮
な
ど
と
関
係
を
も
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
（
『
宝
積
寺
文
書
』
町
史
7
3
）
。

　
以
上
、
十
一
～
三
世
紀
に
お
け
る
大
山
綺
の
寺
院
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
西
観
音
寺
を
除
き
、
摂
関
家
や
石
清
水
八
幡
宮
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

室
家
な
ど
が
そ
れ
ら
寺
院
を
取
り
込
み
、
イ
エ
の
寺
と
し
て
再
編
・
相
伝
し
て
ゆ
く
様
子
が
共
通
し
て
み
ら
れ
た
。
寺
家
衰
退
の
原
因
は
様
々

で
あ
ろ
う
が
、
都
市
支
配
の
変
化
が
そ
こ
に
あ
る
寺
院
の
性
格
を
も
変
え
た
と
い
え
よ
う
。
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b
　
宝
積
寺
と
西
園
寺
・
醐
条
家

　
建
暦
三
年
（
～
二
一
三
）
の
慈
円
の
譲
状
の
中
で
、
宝
積
寺
は
円
明
寺
と
同
様
、
無
動
寺
管
轄
下
の
寺
院
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
（
『
華
頂
要
略
』
町
史

6
1
）
。
貞
永
元
年
（
～
二
ご
三
）
に
は
、
寺
全
体
に
大
き
な
被
害
を
被
る
火
災
に
遭
っ
た
た
め
、
翌
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
、
本
尊
十
一
面
観
音
像
が

新
造
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
奉
加
が
集
め
ら
れ
た
。
奉
加
帳
に
よ
る
と
、
延
暦
等
の
山
僧
が
奉
加
の
主
導
的
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

奉
加
参
加
者
の
う
ち
地
名
記
載
が
付
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
洛
中
で
あ
り
、
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
は
洛
中
の
庶
民
と
推
測
さ
れ
る
。
山
僧
の
力
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

よ
っ
て
洛
中
を
中
心
に
奉
加
が
な
さ
れ
、
観
音
像
が
造
立
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
当
寺
が
山
門
の
強
い
影
響
下
、
保
護
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
と
こ
ろ
が
嘉
禎
四
年
（
＝
一
三
八
）
、
西
園
寺
公
経
が
当
寺
に
対
し
て
祈
薦
命
令
を
出
し
て
い
る
（
『
宝
』
町
史
6
4
、
晦
3
）
。
西
園
寺
家
の
領
主
権

は
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
、
一
層
は
っ
き
り
す
る
。
こ
の
年
、
宝
積
寺
の
寺
僧
に
か
か
る
雑
事
を
免
除
さ
れ
る
た
め
の
運
動
が
、
天
台
座
主
慈

源
（
九
条
道
家
息
）
と
山
僧
澄
舜
藩
老
に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
た
。
九
月
十
九
日
付
の
西
園
寺
公
経
御
教
書
は
雑
事
免
除
を
家
司
藤
原
永
光
に
命
じ

た
も
の
で
、
同
月
二
十
三
臼
付
の
某
下
文
で
免
除
が
決
定
し
た
ら
し
い
（
『
宝
』
町
史
6
4
、
翫
4
～
8
）
。
下
文
の
発
給
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

除
権
（
雑
事
賦
課
権
）
の
少
な
く
と
も
一
端
が
公
経
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
西
園
寺
家
が
宝
積
寺
に
対
す
る
領
主
権
を
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
一
つ
の
き
っ
か
け
は
貞
永
元
年
の

宝
積
寺
の
炎
上
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
炎
上
後
の
復
興
に
山
僧
が
尽
力
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
数
年
後
の
嘉
禎
四
年
、
西
園
寺
公
経

が
宝
積
寺
に
祈
濤
命
令
を
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
公
経
が
宝
積
寺
再
興
に
一
定
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。



　
こ
れ
よ
り
四
十
年
後
の
弘
安
四
年
（
ご
一
八
一
）
、
女
房
三
位
家
政
所
下
文
に
よ
っ
て
、
宝
積
寺
に
西
谷
一
所
が
寄
進
さ
れ
た
（
『
宝
』
町
史
7
0
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

M
1
7
）
。
こ
の
文
書
の
端
裏
に
は
「
一
条
殿
御
教
書
」
と
あ
り
、
女
房
三
位
と
は
一
条
実
経
の
娘
萬
秋
門
院
と
推
定
さ
れ
る
。
但
し
、
端
裏
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宝
積
寺
へ
の
事
実
上
の
寄
進
主
体
は
一
条
五
経
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
永
仁
四
年
（
～
二
九
六
）
、
西
観
音
寺
と
の
山

林
言
論
に
際
し
、
一
条
内
実
（
実
経
の
孫
）
が
宝
積
寺
の
住
侶
を
召
し
上
げ
て
い
る
（
『
宝
』
町
史
7
3
、
酪
2
1
）
。
こ
れ
は
、
宝
積
寺
の
領
主
と
し
て
の

一
条
家
の
行
為
と
み
ら
れ
、
宝
積
寺
が
一
条
家
に
栢
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
こ
う
し
て
、
律
令
期
以
来
、
国
家
の
庇
護
を
受
け
、
山
門
の
影
響
下
に
あ
っ
た
宝
積
寺
も
十
三
世
紀
の
間
に
、
朝
幕
政
治
の
中
で
重
き
を
な

し
た
西
園
寺
家
・
一
条
家
の
寺
に
変
化
し
、
相
伝
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

中世都箭大山崎の展開と寺院（仁木）

　
c
　
都
市
景
観
と
寺
院
の
機
能

　
中
世
の
大
山
崎
の
都
市
景
観
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
比
較
的
史
料
が
豊
富
な
察
町
・
戦
国
時
代
で
さ
え
、
そ
の
復
元
は
容
易

で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
如
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
十
一
～
三
世
紀
の
姿
を
想
像
し
て
み
た
い
。

　
播
磨
大
路
の
両
側
か
ら
淀
川
に
か
け
て
は
倉
庫
が
建
ち
並
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
摂
関
家
を
中
心
と
す
る
諸
権
門
が
そ
れ
ぞ
れ
占
地

し
た
も
め
で
、
大
小
の
倉
敷
が
入
り
組
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
倉
庫
と
な
ら
ん
で
目
立
つ
の
は
大
小
の
寺
院
で
あ
る
。
相
応
寺
や
成
恩

寺
は
四
至
の
一
辺
を
播
磨
大
路
と
し
、
広
い
敷
地
を
境
内
と
し
て
い
た
。
ま
た
関
戸
院
や
貢
献
寺
も
大
路
か
ら
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
立
地
し
て

　
⑳

い
た
。
さ
ら
に
宝
積
寺
や
西
観
音
寺
は
大
山
崎
の
北
方
、
天
王
山
の
中
腹
に
位
置
し
て
周
辺
の
山
林
を
領
し
た
。
近
世
の
絵
図
を
見
る
と
、
両
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
参
道
沿
い
に
数
ヶ
所
の
子
院
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
中
世
で
は
よ
り
多
く
の
鼠
坊
や
民
屋
が
門
前
に
立
ち
並
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
景
観
復
元
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
中
世
前
期
の
大
山
崎
は
、
播
磨
大
路
沿
い
に
倉
庫
や
寺
院
が
あ
る
程
度
密
集
し
、
ま
た
山

際
に
も
寺
院
と
そ
の
門
前
震
亡
し
て
い
た
こ
と
に
な
動
全
体
と
し
て
堕
さ
れ
た
都
市
を
想
定
す
る
、
」
と
は
困
難
で
・
中
世
都
市
特
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

錯
雑
し
、
複
合
的
、
多
元
的
な
空
問
構
造
を
示
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
先
に
み
た
よ
う
に
こ
の
頃
の
寺
院
の
多
く
は
摂
関
家
や
石
清
水
八
幡
宮
の
神
宮
家
な
ど
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
当
該
期
の
都
市
民

を
形
成
す
る
散
所
雑
色
や
八
幡
宮
寄
人
た
ち
の
多
く
は
い
ま
だ
独
立
し
た
屋
地
を
有
さ
ず
、
倉
敷
の
一
角
や
こ
れ
ら
寺
院
の
境
内
・
門
前
な
ど

を
あ
て
が
わ
れ
て
散
居
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
寺
院
が
権
門
の
倉
庫
機
能
を
担
っ
て
い
た
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
淀
な
ど
他

の
港
湾
都
市
に
く
ら
べ
て
、
大
山
崎
に
お
い
て
寺
院
の
占
め
る
位
置
が
卓
越
し
て
い
る
こ
と
も
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
。

　
摂
関
家
を
は
じ
め
と
す
る
諸
権
門
が
大
山
崎
諸
寺
院
の
領
主
権
吸
収
を
進
め
た
背
景
に
は
、
倉
庫
を
確
保
し
、
交
通
運
輸
業
者
を
掌
握
し
よ

う
と
す
る
、
都
市
支
配
の
意
図
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
大
山
崎
の
寺
院
は
、
当
該
期
の
都
市
支
配
の
た
め
の
最
も
重
要
な
構
成
要
素
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
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①
　
山
晦
橋
の
修
復
命
令
は
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
ま
で
み
ら
れ
る
（
『
貞
信
公
記
抄
隔

　
町
史
3
0
）
。

②
　
大
肉
喬
平
「
奈
良
坂
・
清
水
坂
両
宿
諸
人
抗
争
雑
考
」
（
『
日
本
中
世
農
村
史
の

　
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
　
一
九
七
入
年
）
。

③
十
二
世
紀
半
ば
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

④
以
下
、
離
宮
八
幡
宮
文
書
は
『
離
宮
』
と
略
し
、
そ
の
中
世
分
に
つ
い
て
は
、

　
『
町
史
』
史
料
編
に
お
け
る
文
書
番
号
を
記
す
。

⑤
脇
田
論
文
注
は
じ
め
に
⑦
な
ど
。

⑥
　
脇
田
論
文
注
は
じ
め
に
⑦
。
平
家
都
落
ち
の
時
に
は
、
関
芦
院
に
「
玉
の
御
輿
」

　
を
す
え
て
男
山
を
拝
ん
だ
と
い
う
（
『
平
家
物
語
』
町
史
4
6
）
。

⑦
　
史
料
注
1
⑥
。

⑧
　
『
京
都
府
の
地
名
隠
（
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
）
「
成
恩
寺
跡
」
。

⑨
『
明
月
詑
』
寛
喜
二
年
六
月
二
十
一
賃
条
、
同
三
年
二
月
二
十
七
碍
条
な
ど
。

⑩
建
暦
三
年
に
円
明
寺
を
譲
っ
た
慈
円
の
兄
九
条
兼
勤
の
孫
が
道
家
で
あ
り
、
ま

　
た
公
経
の
娘
淑
子
の
夫
が
道
家
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
栢
伝
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
関

　
連
人
物
の
系
図
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
大
山
崎
宝
積
寺
文
書
』
（
博
物
館
の
古
文

　
書
八
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）
2
0
頁
参
照
。

⑪
『
感
身
覚
生
記
』
（
京
都
大
学
文
学
都
所
蔵
）
。

⑫
　
　
『
石
清
誰
小
目
（
魯
』
六
（
菊
大
路
家
文
書
3
1
）
。

⑩
　
拙
著
注
⑩
2
7
頁
の
表
3
〈
『
宝
積
寺
文
書
』
一
覧
〉
の
歯
2
1
。
　
『
宝
積
寺
文
書
』

　
に
つ
い
て
は
以
下
、
「
『
宝
』
町
史
7
3
、
M
2
1
」
の
よ
う
に
注
記
す
る
。
但
し
、
関
町

　
史
』
史
料
編
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
頁
数
を
略
す
。

⑭
　
九
世
紀
に
は
、
平
安
京
の
西
の
守
り
の
要
た
る
大
山
崎
の
立
地
を
象
徴
的
に
示

　
し
て
い
た
相
応
寺
は
、
十
二
、
三
世
紀
、
検
校
別
当
を
定
め
ら
れ
る
寺
院
と
し
て

　
史
料
に
散
見
す
る
だ
け
と
な
り
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
（
『
兵
範

　
記
』
町
史
4
4
、
『
玉
蘂
』
承
久
二
年
三
月
二
十
五
日
条
）
。
州
端
新
氏
の
御
教
示
を

　
え
た
。

⑯
　
『
町
史
』
史
料
編
美
術
資
料
。
但
し
、
大
山
崎
の
都
市
民
が
全
く
ふ
く
ま
れ
て

　
い
な
か
っ
た
と
は
郡
断
で
き
な
い
。
な
お
、
こ
の
奉
加
帳
に
つ
い
て
は
、
西
川
杏

　
太
郎
「
仏
教
信
仰
資
料
と
し
て
の
仏
像
像
内
納
入
品
」
（
『
元
興
寺
仏
教
民
俗
資
料

　
研
究
所
年
報
』
、
一
九
七
〇
年
）
参
照
。
同
論
文
に
つ
い
て
は
、
元
興
寺
文
化
財

　
研
究
所
の
方
々
の
御
薮
示
を
え
た
。
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⑯
　
ま
た
承
久
一
　
年
に
は
、
「
宝
積
寺
西
谷
林
」
が
石
清
水
八
幡
検
校
前
口
（
P
）
か

　
ら
田
中
女
房
に
譲
ら
れ
て
お
り
、
神
官
家
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
（
『
石

　
清
水
文
霞
』
一
酌
）
。

⑰
こ
の
事
件
に
関
す
る
文
書
の
多
く
は
年
欠
で
あ
る
た
め
『
町
史
』
史
料
編
に
は

　
ほ
と
ん
ど
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、
未
収
録
史
料
を
載
せ
て
お
く
。

　
　
1
　
（
『
宝
』
、
恥
4
）

　
　
　
（
蝿
裏
書
）

　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
奥
入
滋
殿
牽
書

　
　
　
　
今
出
川
殿
御
教
書
案
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
座
主
御
房
御
教
書
丼
山
僧
澄
舜
解
状
如
此
、
予
細
見
干
状
候
、
任
先
度
御
下

　
　
　
知
之
旨
、
於
慰
膿
雑
翫
釜
佃
、
早
鐘
令
免
除
画
面
鶴
W
所
被
仰
下
候
也
、
恐

　
　
　
々
、

　
　
　
　
　
九
月
＋
九
日
　
　
　
　
沙
弥
書
室

　
　
　
　
　
　
（
藤
原
永
光
）

　
　
　
進
上
　
前
木
工
権
頭
殿

　
　
∬
（
『
宝
』
、
翫
5
）

　
　
　
（
端
菓
書
）

　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
睦
奥
入
道
殿
取
回

　
　
　
　
今
出
川
殿
御
教
書
案
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
山
僧
澄
舜
申
宝
積
寺
憂
事
、
委
申
入
候
、
免
除
状
申
進
之
候
、
以
此
旨
可
然

　
　
　
様
可
令
披
露
給
候
、
恐
憧
謹
言
、

　
　
　
　
　
九
月
置
九
日
　
　
　
　
沙
弥
理
㌦

　
　
置
（
『
宝
』
、
酪
6
）

　
　
　
宝
積
寺
間
事
、
座
主
御
房
御
教
書
井
澄
舜
解
状
二
二
了
、
不
臼
申
賜
下
知
候

　
　
　
了
、
以
此
旨
可
有
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）

　
　
　
　
　
九
月
廿
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
丹
波
守
永
光

　
　
y
（
『
宝
』
、
晦
8
）

　
　
　
以
此
旨
申
入
候
難
処
、
門
渡
自
本
曇
商
御
口
入
候
之
処
、
指
診
不
候
鳥
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

　
　
　
無
三
思
食
過
議
了
、
澄
舜
竪
老
、
御
教
書
事
も
先
於
此
御
所
申
御
沙
汰
候
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
参
力
）

　
　
　
妖
…
L
⊥
御
爪
代
賞
口
之
由
A
署
｛
甲
億
ハ
之
㎜
闇
旧
、
細
々
其
土
寸
A
叩
□
譲
状
ご
、
ム
胴
逝
山
玄
学
用
ハ
磨
疋
出
マ

　
　
　
も
（
後
欠
）

　
　
な
お
、
藤
原
永
光
が
公
経
の
家
司
で
あ
る
こ
と
は
、
酒
井
宏
治
氏
の
御
教
示
に

　
よ
る
。

⑱
系
図
注
⑩
。

⑲
宝
積
寺
の
領
主
権
が
西
園
寺
家
か
ら
一
条
家
へ
移
動
し
た
経
路
は
二
つ
考
え
ら

　
れ
る
。
①
円
明
寺
と
同
様
、
西
園
寺
公
経
か
ら
女
婿
の
九
条
道
家
を
経
て
、
そ
の

　
息
一
条
実
費
（
母
は
、
公
経
の
娘
淑
子
）
に
伝
領
さ
れ
た
か
、
②
公
経
か
ら
娘
淑

　
子
を
経
て
、
そ
の
息
実
経
に
伝
わ
っ
た
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
淑
子
を
介

　
す
る
母
系
を
基
礎
に
相
伝
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

⑳
仲
興
寺
は
十
二
、
三
世
紀
に
存
在
が
確
認
さ
れ
る
寺
院
で
（
『
宝
』
町
史
岬
、
翫

　
2
な
ど
）
、
小
字
高
麗
田
の
西
側
に
あ
っ
た
が
、
　
こ
れ
は
播
磨
大
路
南
沿
い
に
あ

　
た
る
（
拙
帥
者
注
⑩
1
9
頁
の
地
図
参
照
）
。

⑳
　
「
山
峰
通
分
間
延
絵
図
」
一
（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
『
五
街
道
分
間
延
絵
図
』
、

　
｛
墨
尽
美
術
、
一
九
七
八
年
）
な
ど
。

⑫
　
な
お
、
林
亨
氏
に
よ
る
と
、
近
世
大
由
崎
の
町
並
み
の
う
ち
北
半
の
地
域
（
高

　
橋
．
ハ
ス
停
付
近
以
北
）
に
つ
い
て
は
、
中
売
末
期
に
い
た
る
ま
で
居
住
痕
が
ほ
と

　
ん
ど
発
掘
さ
れ
な
い
と
い
う
。
西
国
街
道
沿
い
の
都
布
晒
の
広
が
り
は
、
中
世
に

　
お
い
て
は
近
世
以
降
よ
り
か
な
り
短
か
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑱
　
保
立
論
文
注
は
じ
め
に
⑤
、
同
「
重
言
宿
」
（
高
橋
編
著
注
は
じ
め
に
⑧
）
、
西

　
凋
虎
之
助
「
荘
園
に
お
け
る
倉
庫
の
経
営
と
港
湾
の
発
達
と
の
関
係
」
（
『
荘
園
史

　
の
研
究
』
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
、
脇
田
論
文
注
は
じ
め
に
⑦
参
照
。
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皿
　
室
町
幕
府
の
成
立
と
大
山
崎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
神
人
在
所
の
確
立

　
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
中
世
前
期
の
大
山
崎
は
諸
権
門
の
所
領
が
錯
綜
し
、
都
市
民
も
そ
れ
ぞ
れ
の
領
主
に
様
々
な
形
態
で
仕
え
、
全
体
と

し
て
の
統
一
性
は
乏
し
か
っ
た
。
先
述
の
ご
と
く
、
鎌
倉
時
代
前
期
に
は
す
で
に
大
山
崎
に
油
商
人
が
お
り
、
石
清
水
八
幡
宮
神
人
と
し
て
の

特
権
を
え
て
活
動
を
開
始
し
て
い
た
が
、
当
地
に
は
他
に
散
所
雑
色
な
ど
も
多
く
、
こ
の
段
階
で
は
神
人
は
そ
う
し
た
多
様
な
身
分
の
一
つ
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
前
半
に
か
け
て
大
山
崎
の
八
幡
宮
神
人
が
神
輿
を
入
洛
さ
せ
た
り
、
八
幡
宮
に
閉
繁
し
た
り
す
る
事

件
が
つ
づ
く
（
『
仁
部
記
』
町
史
7
0
な
ど
）
。
事
件
の
原
因
や
経
過
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
大
山
崎
の
神
人
が
こ
の
時
期
、
急
速
に
力
を
つ
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
一
方
で
、
多
く
の
都
市
民
の
神
人
化
を
加
速
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
神
人
た
ち
は
、
八

幡
宮
に
日
使
頭
役
を
は
じ
め
と
す
る
神
事
奉
仕
を
行
い
、
燈
油
を
調
進
す
る
か
わ
り
に
、
荏
胡
麻
油
製
造
・
販
売
の
独
占
権
を
認
め
ら
れ
、
朝

幕
そ
の
他
の
諸
公
事
や
関
路
を
免
除
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
特
権
を
目
指
し
て
神
入
と
な
っ
た
も
の
は
油
商
工
業
者
に
限
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
神
人
組
織
に
、
は
じ
め
て
公
的
な
権
限
を
付
与
し
た
が
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
の
足
利
義
満
御
教
書
で
あ
る

（『

｣
宮
』
6
0
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
溝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
八
幡
宮
大
山
崎
内
、
東
限
円
明
専
、
繭
限
水
無
瀬
河
、
依
為
日
使
大
神
事
書
重
役
神
人
在
所
、
自
往
古
以
来
、
惣
所
不
勤
公
方
課
役
也
、
髪
結
関
戸
院
、

　
　
号
笛
州
内
、
成
違
乱
云
肉
、
太
不
可
然
、
早
任
先
例
、
於
由
崎
者
錐
為
向
後
諸
事
、
可
停
止
守
護
綺
笹
書
、
就
中
内
殿
御
燈
油
荏
胡
麻
諸
関
津
料
丼
兵

　
　
庫
嶋
升
米
以
下
、
固
可
止
其
妨
状
、
下
知
如
件
、

　
　
　
　
明
伸
偲
三
年
ふ
1
二
月
廿
六
R
門
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こ
と
は
、
大
山
崎
の
西
端
に
あ
る
関
芦
間
に
対
し
、
摂
津
守
護
代
と
思
わ
れ
る
内
藤
弾
正
左
衛
門
尉
が
段
銭
以
下
を
催
促
し
た
こ
と
に
始
ま

る
。
こ
れ
に
反
発
し
た
大
山
崎
神
人
が
幕
府
に
訴
え
て
御
教
書
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
の
御
教
書
が
画
期
的
で
あ
る
の
は
以
下
の
三
点
に
よ
る
。

第
一
は
、
大
山
崎
の
領
域
を
菓
は
円
明
寺
、
西
は
水
無
瀬
河
ま
で
と
公
権
力
が
明
示
し
て
、
確
定
し
た
こ
と
。
こ
れ
は
実
態
と
し
て
の
都
市
域

を
上
ま
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
特
に
西
側
に
つ
い
て
は
山
城
・
摂
津
国
境
を
ま
た
い
で
発
展
し
て
い
た
大
山
崎
の
現
状
を
追
認
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

　
第
二
は
、
大
山
崎
を
「
日
使
大
神
事
等
重
役
神
人
在
所
」
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
た
こ
と
。
こ
れ
は
公
権
力
が
、
神
人
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
都
市
と
し
て
大
山
崎
を
初
め
て
認
知
し
た
こ
と
を
示
す
。
当
該
期
ま
で
に
都
市
民
の
多
く
が
神
人
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
背
景
に

あ
り
、
ま
た
こ
の
御
教
書
が
出
さ
れ
て
以
降
、
有
力
都
市
民
で
神
人
で
な
い
も
の
が
減
り
、
身
分
の
面
で
の
統
一
が
一
層
進
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
。
御
教
書
の
意
義
の
第
三
は
、
「
不
勤
公
方
課
役
」
、
「
可
停
止
守
護
綺
」
と
い
う
不
入
権
を
確
定
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
大
山
綺
は
神
人
の
都
市
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

　
当
該
期
の
大
山
崎
で
は
、
摂
関
家
を
は
じ
め
と
す
る
諸
権
門
は
直
営
の
倉
庫
を
経
営
す
る
か
わ
り
に
、
倉
庫
業
者
に
そ
の
業
務
を
代
替
さ
せ

る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
交
通
運
輸
業
者
な
ど
も
な
か
ぱ
独
立
し
た
形
で
営
業
を
開
始
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
雑
色
や
寄
人
な
ど

の
身
分
を
離
れ
た
こ
れ
ら
の
人
々
が
神
人
に
結
集
し
て
い
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
義
満
は
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
神
人
中
に
公
的
な

権
限
を
与
え
て
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
都
市
大
山
崎
を
積
極
的
に
支
配
し
て
ゆ
く
方
向
性
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
片
の
御
教
書
に
よ
っ
て
権
門
支
配
の
寺
院
が
直
ち
に
退
転
に
追
い
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
寺
院
の
倉
庫
機
能
も
低

下
し
、
境
内
・
門
前
住
民
が
神
人
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
依
然
と
し
て
諸
寺
院
は
大
山
崎
の
中
で
か
な
り
の
面
積
を
占
め
、

境
内
・
門
前
や
街
道
沿
い
の
屋
地
、
周
辺
の
田
畠
か
ら
地
子
・
公
事
を
徴
収
す
る
土
地
領
主
と
し
て
の
地
位
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。

　
大
山
崎
は
、
土
地
所
有
面
で
は
寺
院
の
領
主
権
が
卓
越
し
、
都
市
民
は
神
人
中
と
し
て
幕
府
に
公
的
に
承
認
さ
れ
て
一
定
の
自
治
権
を
有
す

る
と
い
う
二
重
構
造
の
都
市
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
時
あ
た
か
も
南
北
朝
合
一
の
三
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
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2
　
宝
積
寺
の
展
開

　
a
　
幕
府
へ
の
接
近

　
鎌
倉
中
後
期
以
後
、
一
条
家
の
寺
と
し
て
伝
領
さ
れ
て
き
た
宝
積
寺
も
、
南
北
朝
内
乱
勃
発
と
と
も
に
そ
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
。

元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
三
月
、
淀
・
大
山
崎
を
拠
点
に
六
波
羅
攻
撃
を
つ
づ
け
て
い
た
赤
松
円
心
か
ら
宝
寺
僧
衆
中
宛
に
、
祈
薦
を
賞
す
る
書

下
が
届
い
た
（
『
宝
』
町
史
8
0
、
瓢
3
3
）
。
『
宝
積
寺
文
書
』
の
中
で
は
、
こ
れ
が
武
家
発
給
の
最
初
の
文
書
で
あ
る
。
つ
い
で
建
武
三
年
（
＝
三
一
一
六
）

正
月
、
天
皇
方
と
足
利
方
の
京
都
争
奪
戦
の
折
に
は
、
足
利
方
か
ら
寺
内
安
堵
の
禁
制
を
も
ら
い
、
天
皇
方
か
ら
軍
勢
へ
の
馳
参
を
賞
す
る
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

旨
を
得
て
い
る
（
『
宝
』
・
『
西
明
寿
文
書
』
町
史
8
3
、
翫
3
7
・
3
8
）
。
京
都
か
ら
西
国
へ
の
交
通
の
要
衝
大
山
崎
に
あ
る
宝
積
寺
が
、
中
央
政
界
の
動

向
か
ら
無
関
係
で
あ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
建
武
三
年
の
六
月
、
九
州
か
ら
東
上
し
た
足
利
尊
氏
は
入
洛
の
直
前
、
宝
積
寺
に
対
し
て
河
内
国
石
川
藤
王
丸
井
一
族
跡
を
寄
進
し
、

さ
ら
に
同
日
付
で
宝
積
寺
の
寺
僧
に
観
音
経
を
毎
日
三
三
巻
勤
行
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
（
『
宝
』
町
史
8
4
、
翫
3
9
・
4
0
）
。
貞
和
四
年
（
一
三
四

入
）
に
は
、
紀
州
に
発
向
す
る
足
利
直
冬
が
祈
藤
命
令
の
書
下
を
遣
わ
し
て
い
る
（
『
宝
』
町
史
8
6
、
臨
4
7
）
。
八
幡
に
進
出
し
た
南
朝
方
に
対
し
、

大
山
崎
は
し
ば
し
ば
幕
府
方
の
前
線
基
地
と
な
っ
た
。
そ
し
て
宝
積
寺
も
、
こ
の
内
乱
の
中
で
幕
府
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

　
嘉
慶
二
年
（
＝
二
八
八
）
、
宝
積
寺
は
勅
願
所
に
指
定
さ
れ
た
（
『
宝
』
町
史
9
7
、
翫
5
5
）
。
こ
れ
は
後
円
融
上
皇
の
院
宣
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
背
後
に
足
利
義
満
の
意
図
を
見
て
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
十
年
後
の
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
、
の
ち
に
詳
し
く
み
る
山
林
相
論
に
勝
利
し

た
宝
積
寺
に
対
し
て
義
満
の
御
判
御
教
雷
が
発
給
さ
れ
、
堂
舎
・
山
林
の
領
有
が
安
堵
さ
れ
た
（
『
森
川
文
書
』
町
史
期
、
轍
6
4
）
。
ま
た
翌
年
に
は
、

義
満
は
宝
積
寺
に
大
内
義
弘
追
討
の
た
め
の
祈
薦
命
令
を
発
し
て
い
る
（
『
宝
』
町
史
鋭
、
臨
6
7
）
。

　
南
北
朝
内
乱
か
ら
室
町
幕
府
の
安
定
期
を
迎
え
て
、
宝
積
寺
は
幕
府
・
将
軍
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
っ
た
。
で
は
宝
積
寺
と
、
本
来
の

118 （408）



領
主
で
あ
っ
た
一
条
家
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

’

中蝕都市大山崎の展開と寺院（仁木）

　
h
　
哺
条
家
か
ら
の
自
立

　
建
武
二
年
（
一
一
一
　
三
五
）
、
西
谷
畑
・
山
林
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
宝
積
寺
と
、
隣
接
す
る
鰻
重
寺
の
間
で
紛
争
が
発
生
し
た
。
詳
し
い
事
情
は
不

明
だ
が
、
西
谷
の
知
行
権
・
山
境
、
成
恩
寺
の
管
領
権
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
『
宝
』
町
史
8
3
、
臨
3
6
）
。
両
寺
は
領
主
（
　
条
家
）
を
共
通
に
し
て

い
た
た
め
、
従
来
は
山
林
な
ど
所
領
に
つ
い
て
さ
し
た
る
争
い
を
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
に
い
た
り
、
宝
積
寺

は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
領
の
境
界
を
明
確
に
し
、
忽
忽
寺
の
管
領
権
に
ま
で
介
入
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
宝
積
寺
が
武
家
と

の
接
触
を
は
じ
め
た
ま
さ
に
同
じ
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
宝
積
寺
と
成
恩
寺
（
西
願
寺
）
の
山
林
相
論
は
数
十
年
後
、
再
発
し
た
。
『
宝
積
寺
文
書
』
に
は
、
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
三
月
か
ら
四
月
付
け

で
、
宝
積
寺
等
の
山
林
以
下
に
つ
い
て
、
西
願
寺
の
違
乱
を
停
止
し
、
寺
家
雑
掌
に
沙
汰
付
け
る
よ
う
に
命
ず
る
山
城
国
守
護
・
守
護
代
・
乙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

調
郡
代
ら
の
文
書
が
残
っ
て
い
る
（
『
宝
』
町
史
9
9
、
臨
5
9
～
6
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
か
　
な
書
き
状
）

　
こ
の
相
論
の
経
過
を
詳
し
く
伝
え
る
の
が
、
同
年
七
月
の
「
下
司
・
公
文
之
か
な
き
し
や
う
」
で
あ
る
（
『
宝
』
町
史
期
、
晦
6
3
）
。
　
こ
れ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
興
　
　
行
）
　
　
　
　
（
公
方
）

る
と
、
宝
積
寺
と
成
恩
寺
（
西
願
寺
）
の
相
論
を
沙
汰
人
（
成
恩
寺
の
下
司
・
公
文
）
が
「
こ
う
き
や
う
」
し
た
と
「
く
は
う
」
（
1
1
義
満
）
は
お
考
え
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
判
）
　
　
　
（
教
　
　
盤
）

が
事
実
誤
認
で
あ
る
。
す
で
に
公
方
の
「
御
は
ん
の
御
げ
う
し
よ
」
を
な
し
下
さ
れ
、
本
所
（
一
隅
家
）
よ
り
そ
の
旨
に
任
せ
て
御
沙
汰
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
僻
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
氏
喜
？
）

た
の
だ
か
ら
、
沙
汰
人
の
「
ひ
か
事
」
は
な
い
。
宝
積
寺
も
「
う
ち
て
ら
」
で
あ
る
か
ら
、
疎
遠
に
は
思
わ
な
い
。
向
後
も
う
し
ろ
め
た
い
こ

と
は
し
な
い
、
と
起
請
し
て
い
る
。
義
満
の
御
判
御
教
書
（
現
存
せ
ず
）
を
う
け
て
、
両
寺
の
領
主
で
あ
る
一
条
家
が
宝
積
寺
勝
訴
の
決
定
を
下

し
た
。
し
か
し
義
満
は
、
下
司
・
公
文
が
相
論
を
主
体
的
に
お
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
追
及
す
る
姿
勢
を
み
せ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
、
こ
の
相
論
に
あ
た
っ
て
は
義
満
が
強
い
主
導
権
を
発
揮
し
て
、
宝
積
寺
に
有
利
な
裁
定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
し
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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そ
し
て
決
定
的
な
御
判
御
教
書
が
出
さ
れ
た
。
前
項
で
も
ふ
れ
た
、
同
年
十
二
月
の
義
満
の
御
教
書
で
あ
る
（
『
森
川
文
書
』
町
史
搬
、
晦
6
4
）
。

幕
府
に
よ
っ
て
宝
積
寺
の
寺
領
は
最
終
的
に
確
定
さ
れ
、
以
後
、
宝
積
寺
が
山
林
相
論
を
交
え
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
幕
府
管
領
奉
書
に
よ
っ

て
寺
領
を
安
堵
さ
れ
つ
づ
け
る
（
『
宝
』
町
史
期
、
晦
6
5
な
ど
）
。
さ
ら
に
西
願
寺
と
の
相
論
の
翌
年
、
こ
れ
も
先
に
み
た
よ
う
に
義
満
は
宝
積
寺

に
「
凶
徒
退
治
」
の
祈
濤
を
命
じ
た
（
『
宝
』
町
史
麗
、
歯
6
7
）
。
　
一
方
、
こ
の
後
、
宝
積
寺
と
一
条
家
の
関
係
を
示
す
文
書
は
『
宝
積
寺
文
書
』

か
ら
全
く
消
え
さ
る
。
一
条
兼
良
が
文
明
十
二
年
（
一
四
八
○
）
に
記
し
た
『
桃
華
蘂
葉
』
は
、
宝
積
寺
に
つ
い
て
「
進
巻
数
言
外
、
無
殊
得
分
し

と
記
す
の
み
で
あ
る
。

　
宝
積
寺
は
室
町
幕
府
へ
接
近
す
る
の
と
反
比
例
し
て
鎌
倉
時
代
以
来
の
領
主
』
母
家
と
距
離
を
お
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
方
、
幕
府
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
か
で
も
将
軍
義
満
は
積
極
的
に
宝
積
寺
の
取
り
込
み
を
図
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
幕
府
（
義
満
）
と
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
権
益

を
確
保
し
よ
う
と
す
る
宝
積
寺
の
あ
り
よ
う
は
、
義
満
か
ら
一
定
の
自
治
権
を
得
た
大
山
崎
の
神
人
中
の
運
動
と
ま
さ
に
同
じ
方
向
性
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
逆
に
、
義
満
は
神
人
中
同
様
、
宝
積
寺
を
掌
握
す
る
こ
と
で
都
市
大
山
崎
支
配
を
意
図
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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3
　
都
市
寺
院
の
変
貌

　
室
町
幕
府
の
成
立
を
う
け
て
宝
積
寺
が
新
た
な
展
開
を
と
げ
て
ゆ
く
一
方
、
平
安
期
か
ら
つ
づ
く
、
大
山
崎
の
他
の
諸
寺
院
は
ど
の
よ
う
な

動
向
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
成
恩
寺
（
西
願
寺
）
　
先
に
み
た
よ
う
に
、
応
永
五
年
、
成
恩
寺
は
宝
積
寺
と
の
山
林
相
論
に
敗
れ
た
が
、
当
寺
は
そ
の
後
も
一
条
家
の
寺
院

と
し
て
存
続
し
つ
づ
け
た
。
応
永
二
十
五
年
（
一
四
一
八
）
に
亡
く
な
っ
た
一
条
経
嗣
が
「
二
恩
寺
殿
」
、
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
に
没
し
た
有

名
な
一
条
兼
良
が
「
後
成
恩
寺
殿
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も
こ
の
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
衰
勢
は
お
お
う
べ
く
も
な
く
、

天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
、
茶
園
の
領
主
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
（
『
疋
田
種
信
文
書
』
町
史
卿
）
の
を
最
後
に
、
元
禄
年
間
の
復
興
ま
で
当
寺
に
関
す
る

史
料
は
全
く
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



中’馳都帝大山崎の展開と寺院（仁木）

　
円
明
寺
　
宝
積
寺
と
と
も
に
西
園
寺
家
か
ら
一
条
家
に
伝
来
し
た
当
寺
も
、
一
条
兼
良
の
『
桃
華
蘂
葉
』
で
は
「
子
遺
志
有
管
領
通
称
、
乱

世
已
後
、
寺
家
顛
倒
、
有
名
無
実
也
」
と
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
初
期
に
は
薬
師
堂
が
残
る
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捕
）

　
相
応
寺
　
応
長
元
年
（
｝
三
二
）
、
秦
助
長
が
「
相
応
寺
惣
追
補
使
職
三
分
＝
を
宛
行
わ
れ
て
い
る
（
『
井
尻
松
子
文
雷
』
町
史
7
6
）
。
助
長
は
、

大
山
崎
の
有
力
都
市
民
で
あ
る
井
撹
氏
で
、
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
に
は
、
童
石
丸
が
惣
追
捕
使
職
相
続
を
認
知
さ
れ
た
（
同
右
、
町
史
9
6
）
が
、

こ
の
童
石
丸
も
井
尻
氏
の
一
族
と
推
定
さ
れ
る
。

　
康
応
二
年
（
＝
二
九
〇
）
に
作
成
さ
れ
た
相
応
寺
領
の
鼠
録
は
妙
芳
意
宛
で
あ
っ
た
（
同
右
、
町
史
9
7
）
。
こ
の
目
録
が
井
尻
重
に
伝
来
し
た
こ
と

か
ら
み
て
、
惣
追
捕
使
に
任
命
さ
れ
た
井
尻
民
が
、
相
応
寺
の
所
職
・
権
益
の
一
端
を
獲
得
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
よ
う
。

　
関
戸
院
当
院
に
つ
い
て
は
、
十
二
世
紀
以
降
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
、
再
び
史
料
に
登
場
す
る
。
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捕
）

理
が
、
「
円
満
院
御
領
関
戸
院
」
の
沙
汰
人
田
所
・
惣
追
補
使
の
重
代
相
伝
の
地
で
あ
る
屋
敷
を
関
戸
保
の
越
後
殿
に
売
っ
た
の
で
あ
る
（
『
井

尻
松
子
家
文
書
』
町
史
m
）
。
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
に
は
、
関
戸
院
は
円
満
院
領
と
し
て
幕
府
か
ら
安
堵
さ
れ
て
い
る
（
『
円
満
院
文
書
』
町
史
鶏
）

が
、
近
世
以
降
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

　
以
上
、
平
安
期
以
来
の
諸
寺
院
に
つ
い
て
十
四
世
紀
以
後
の
姿
を
瞥
見
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
寺
院
に
つ
い
て
の
当
該
期
の
史
料
は
極
端
に
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
く
な
り
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
摂
関
家
な
ど
に
勢
力
の
基
盤
を
求
め
る
寺
院
の
多
く
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
一
条
家
か
ら
離
れ
て
幕
府
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
宝
積
寺
の
繁
栄
と
対
照
的
で
さ
え
あ
る
。

　
そ
し
て
し
ば
し
ば
、
惣
追
捕
使
職
な
ど
に
か
か
わ
っ
て
、
衰
退
す
る
寺
院
の
権
益
を
都
市
民
が
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
都

市
大
山
崎
の
担
い
手
が
寺
院
か
ら
都
市
民
へ
と
変
化
し
て
い
た
こ
と
は
、
も
は
や
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

　
①
園
良
島
哲
「
中
世
淀
津
と
石
清
水
神
人
」
（
『
臨
本
』
六
八
－
四
、
一
九
八
五
年
）
　
　
て
い
る
が
、
尊
経
閣
文
庫
の
『
宝
積
寺
文
書
』
の
中
に
原
本
の
写
が
と
ら
れ
て
お

　
　
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
『
．
宝
積
寺
文
書
』
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
『
思
文
閣
古
書

　
②
脇
田
論
文
注
は
じ
め
に
⑦
を
参
考
に
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
料
目
録
』
善
本
特
集
第
三
輯
（
祭
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）
に
写
真
が
掲
載

　
③
駄
3
8
は
『
西
明
寺
文
書
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
）
の
中
に
ふ
く
ま
れ
　
　
さ
れ
て
い
る
が
、
偽
文
書
の
疑
い
も
残
る
。
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④
　
①
善
玉
．
宗
全
（
守
護
奉
行
人
）
↓
牧
新
左
衛
門
入
道
（
善
□
、
守
護
代
）

　
　
②
（
牧
新
左
衛
門
入
道
）
善
□
（
守
護
代
）
↓
芝
垣
蔵
人
入
道
（
信
阿
）
・
遠
藤

　
　
丹
後
入
道
（
永
富
）
（
と
も
に
乙
訓
郡
代
）

　
　
③
（
洲
江
）
頼
安
・
（
林
垣
）
沙
弥
信
阿
（
と
も
に
乙
訓
郡
代
ヵ
）
↓
（
宛
名
な
し
）

　
　
④
（
遠
藤
）
永
富
（
乙
訓
郡
代
）
↓
（
宛
名
な
し
）

　
今
谷
堕
「
増
訂
室
町
幕
府
侍
所
頭
人
並
山
城
守
護
補
任
沿
革
考
証
稿
」
（
呪
守
護

　
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。
廻
し
、

　
人
名
・
職
名
な
ど
、
一
部
訂
正
し
た
。

　
　
な
お
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
っ
て
、
宝
積
寺
と
共
に
修
城
寺
（
修
成
寺
）
の
由

　
林
以
下
も
寺
家
雑
掌
に
沙
汰
付
け
ら
れ
て
い
る
。

⑤
　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
文
明
十
七
年
九
月
十
八
日
条
に
よ
る
と
、
「
三
聖
寺
末
寺
宝
稜

　
寺
」
は
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
に
足
利
義
満
か
ら
摂
津
羅
島
上
郡
芥
河
内
の
所

　
領
を
寄
進
ざ
れ
た
と
い
う
。
三
聖
寺
は
東
福
寺
内
の
寺
院
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う

　
「
宝
積
寺
」
が
大
山
崎
の
宝
積
寺
か
ど
う
か
確
証
は
な
い
が
、
摂
津
国
芥
州
は
大

　
山
崎
か
ら
も
近
く
、
寺
領
を
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

⑥
す
で
に
十
三
世
紀
半
ば
に
は
、
宝
積
寺
が
大
由
崎
都
市
民
の
中
心
寺
院
と
し
て

　
信
仰
を
集
め
は
じ
め
て
い
た
こ
と
（
W
輩
参
照
）
を
、
義
満
は
当
然
知
っ
て
い
た

　
だ
ろ
う
。

⑦
元
来
、
摂
関
家
な
ど
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
な
い
西
観
音
寺
に
つ
い
て
は
、
当

　
無
期
の
動
静
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
V
章
で
見
る
よ
う
に
、
大
山
崎
内
で
の
近

　
世
初
頭
の
高
い
地
位
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
室
町
・
戦
國
期
に
も
一
定
の
寺
格
を
保

　
っ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
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W
　
自
治
都
市
の
発
展

1

都
市
民
の
成
長
と
宝
積
寺

　
大
山
崎
の
都
市
民
と
宝
積
寺
の
つ
な
が
り
は
、
十
三
世
紀
半
ば
に
初
め
て
確
認
で
き
る
。
正
嘉
元
年
（
＝
一
五
七
）
、
長
者
・
安
主
・
執
行
な
ど

が
連
署
を
加
え
、
山
を
宝
積
寺
に
寄
進
し
た
。
こ
の
山
は
昔
、
「
キ
ロ
メ
キ
ノ
尾
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
今
は
「
長
者
尾
」
と
号
す
る
（
『
宝
』

町
史
6
6
、
翫
／
0
）
。
従
来
の
研
究
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
署
名
を
し
て
い
る
長
者
（
六
名
）
・
執
行
・
安
主
な
ど
に
よ
っ
て
鎌
倉
期
大
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
（
付
）

崎
の
「
長
者
中
」
は
構
成
さ
れ
て
い
た
。
「
寄
三
諦
」
と
し
て
「
各
現
世
安
穏
・
後
生
善
処
、
兼
又
為
有
思
先
亡
後
顧
幽
霊
出
離
生
死
往
生

極
楽
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
宝
積
寺
が
長
者
ら
の
信
仰
対
象
に
な
り
、
「
長
者
中
」
の
寺
院
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。　

永
仁
二
年
（
＝
一
九
四
）
に
は
、
清
原
則
時
が
後
生
菩
提
の
た
め
重
代
相
伝
の
畠
を
宝
積
寺
に
寄
進
し
て
い
る
（
『
宝
』
町
史
7
2
、
翫
2
0
）
。
寄
進

主
体
の
則
賭
も
、
寄
進
状
に
連
署
し
て
い
る
則
助
も
と
も
に
清
原
氏
で
、
右
に
み
た
山
寄
進
状
に
み
え
る
長
者
・
執
行
清
原
疵
と
同
族
で
あ
ろ



賢
つ
。

中世都市大山崎の展開と寺院（仁木）

　
こ
の
よ
う
に
宝
積
寺
は
、
一
条
家
の
寺
院
で
あ
っ
た
鎌
倉
時
代
半
ば
、
す
で
に
大
山
崎
の
有
力
都
市
民
の
信
仰
を
集
め
は
じ
め
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
宝
積
寺
文
書
』
に
含
ま
れ
る
寄
進
状
類
の
内
、
権
門
勢
家
に
よ
ら
な
い
も
の
は
一
八
通
を
数
え
る
。
正
嘉
元
年
の
長
者
中
の

も
の
を
除
き
、
寄
進
主
の
俗
姓
が
わ
か
る
も
の
を
挙
げ
る
と
清
原
・
中
村
・
井
上
・
井
尻
な
ど
、
い
ず
れ
も
大
山
崎
の
有
力
都
市
民
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
進
の
目
的
は
先
祖
供
養
、
現
世
安
穏
、
後
生
菩
提
な
ど
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
う
ち
一
五
通
ま
で
が
十
四
、
五
世
紀
に
集

　
　
　
　
②

中
し
て
い
る
。

　
次
に
『
宝
積
寺
文
書
』
中
の
売
券
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
宛
先
（
買
主
）
が
宝
積
寺
（
ま
た
は
そ
の
寺
僧
）
で
あ
る
の
は
む
し
ろ
少
数
で
、
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

原
・
河
原
崎
・
津
田
・
松
田
・
井
上
ら
大
山
崎
の
有
力
都
市
民
が
宛
先
の
も
の
が
多
い
。
こ
う
し
た
売
券
の
土
地
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
宝
積

寺
へ
の
寄
進
状
が
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
土
地
が
の
ち
の
寄
進
に
よ
っ
て
宝
積
寺
の
所
有
に
帰
し
た
が
た
め
に
、
売
券

も
宝
積
寺
に
残
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
売
券
の
ほ
と
ん
ど
は
十
五
世
紀
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
宝
積
寺
へ
の
寄
進
は
十
五
世
紀
末

ま
で
に
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
た
と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
土
地
を
宝
積
寺
に
寄
進
し
た
の
は
、
買
主
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
大
山
崎
の

有
力
都
市
民
で
あ
る
こ
と
も
ま
ち
が
い
な
い
。

　
以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
、
十
四
、
五
世
紀
、
大
山
崎
の
有
力
都
市
民
の
多
く
が
宝
積
寺
に
田
畠
を
寄
進
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
寄

進
の
目
的
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
ら
は
宝
積
寺
の
観
音
を
信
仰
し
て
先
祖
の
菩
提
を
弔
い
、
自
ら
の
現
世
・
後
生
の
た
め
に
寄
進
行
為
を

行
っ
た
の
で
あ
る
。
当
該
期
に
お
け
る
こ
う
し
た
寄
進
急
増
の
背
景
に
は
、
彼
ら
有
力
都
市
民
の
経
済
的
実
力
の
向
上
が
あ
ろ
う
。

　
十
五
世
紀
、
大
山
崎
油
神
人
は
、
幕
府
の
強
力
な
保
護
に
よ
っ
て
独
占
的
商
圏
を
最
大
規
模
に
ま
で
拡
大
し
、
多
大
な
利
益
を
あ
げ
て
い
た
。

他
方
、
神
人
中
の
都
市
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
大
山
崎
に
は
、
前
代
以
来
の
交
通
上
の
立
地
条
件
を
い
か
し
、
為
替
屋
や
旅
宿
が
存
在
し
、

交
通
運
輸
業
者
（
馬
借
．
車
借
や
舟
運
業
者
）
も
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
米
商
人
な
ど
も
輩
出
し
た
が
、
こ
れ
ら
有
力
都
市
民
が
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富
貴
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
中
に
酒
屋
・
土
倉
も
多
く
、
大
山
崎
が
徳
政
一
揆
の
襲
撃
対
象
に
な
、
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
都
市
大
山
崎
が
発
展
し
て
有
力
都
市
民
が
経
営
上
の
余
裕
を
獲
得
し
、
先
祖
や
自
ら
の
菩
提
に
関
心
を
向
け
る
ま
で
に
な
っ
た

た
め
、
そ
の
多
く
が
宝
積
寺
に
信
仰
の
よ
り
所
を
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
な
ぜ
宝
積
寺
に
、
都
市
民
の
信
仰
を
う
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
寺
が
鎌
倉
時
代
中
期
か
ら
彼
ら
の
信
仰
を
一
定

度
集
め
て
い
た
こ
と
が
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
当
時
の
宝
積
寺
が
置
か
れ
て
い
た
政
治
的

状
況
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
鎌
倉
時
代
ま
で
保
護
下
に
あ
っ
た
一
条
家
か
ら
は
な
れ
て
室
町
幕
府
に
接
近
し
た
宝
積
寺
で
あ
っ
た
が
、
財
政
面
で
の
幕
府
の
援
助
は
不
十

分
で
あ
り
、
い
き
お
い
他
に
基
盤
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
膝
下
で
あ
る
大
山
崎
都
市
民
の
信
仰
を
一
層
集
め
る
努
力
を

は
じ
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
逆
に
大
山
崎
の
中
で
唯
一
、
幕
府
の
直
接
的
な
保
護
下
に
あ
っ
た
の
が
宝
積
寺
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
安
定

性
が
都
市
民
に
信
仰
対
象
と
し
て
宝
積
寺
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
宝
積
寺
は
、
都
市
民
が
成
長
し
、
都
市
大
山
崎
が
変
化
し
て
ゆ
く
時
期
を
、
自
ら
の
基
盤
の
転
換
に
よ
っ
て
巧
み
に
乗
り
切
っ
た

の
で
あ
る
。
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2

信
仰
の
重
層
化
と
寺
院
の
発
展

　
a
　
寺
庵
の
籏
生

　
平
安
期
以
来
の
寺
院
と
は
別
に
、
十
四
世
紀
に
な
る
と
多
数
の
新
し
い
寺
院
が
大
山
崎
に
生
ま
れ
て
く
る
。

　
大
山
崎
出
身
の
鯉
山
士
偲
は
延
文
二
年
目
＝
二
五
七
）
、
当
地
に
東
福
寺
末
の
万
年
正
続
院
を
開
基
し
、
こ
れ
を
受
け
た
門
弟
の
万
峰
祖
灯
が

地
蔵
寺
を
興
隆
し
た
。
地
蔵
寺
の
末
と
し
て
五
ヶ
寺
尼
寺
や
寺
庵
が
大
山
崎
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
内
、
円
通
庵
（
一
三
九
六
年
）
、
清
源
庵
（
一
四

八
六
年
）
、
景
陽
庵
（
一
五
五
七
年
）
、
金
蔵
寺
（
一
五
九
六
年
）
な
ど
の
開
創
年
代
が
し
ら
れ
て
い
る
。
の
ち
に
千
利
休
が
作
っ
た
茶
室
待
庵
で
有
名



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
な
る
妙
工
庵
も
十
六
世
紀
末
、
地
蔵
寺
末
と
し
て
開
創
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
開
基
士
偲
は
お
そ
ら
く
有
力
都
市
民
の
子
弟
と
考
え
ら

れ
、
末
寺
寺
庵
の
多
く
も
同
様
、
都
市
民
の
財
政
的
援
助
に
よ
っ
て
開
創
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
大
山
崎
都
市
民
の
新
し
い
信
仰
の
姿
の
萌
芽
を
示
す
の
が
次
の
例
で
あ
る
。
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
、
関
戸
正
喜
は
常
常
心
庵
主
・
母
慈
宗

大
師
の
菩
提
、
正
喜
・
正
忌
逆
修
の
た
め
田
地
を
花
園
妙
心
寺
へ
寄
進
し
た
。
そ
し
て
そ
の
条
件
と
し
て
、
「
但
、
天
下
泰
平
時
、
御
門
中
仁

一
宇
造
立
仕
立
、
其
時
、
彼
電
卓
江
可
被
付
下
者
也
」
と
し
て
い
る
（
『
妙
心
寺
文
書
』
町
史
麗
）
。
す
な
わ
ち
応
仁
・
文
明
の
大
乱
が
終
わ
っ
て

私
が
妙
心
寺
内
に
寺
庵
一
宇
を
建
て
た
な
ら
、
こ
の
田
地
を
そ
の
庵
の
も
の
と
さ
せ
て
欲
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
正
喜
の
希
望
が
叶
え

ら
れ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
単
に
既
存
の
大
寺
院
に
先
祖
菩
提
や
現
世
安
穏
を
祈
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
大
山
崎
の
都
市
民
が
自
ら
の

寺
庵
を
も
と
う
と
し
は
じ
め
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
よ
う
。

　
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
「
大
山
崎
叢
誌
帳
」
は
、
各
寺
院
の
宗
派
・
本
末
、
寺
領
石
高
、
開
基
年
代
・
人
物
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
あ
る

（『

｣
宮
』
町
史
蹴
）
。
こ
の
改
帳
を
も
と
に
、
大
山
崎
の
諸
寺
院
の
開
基
年
代
を
ま
と
め
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
信
感
性
に
疑
問
の
残
る
奈
良
・

中世都市大山崎の展開と寺院（仁木）

　　　表1　大山崎め寺院の開基年代

蒔　代 西暦　年数1寺院数

5
1
3
1
3
5
6
1
3
1
1
3

60

奈良帯代以前

平安時代

鎌倉時代

南北朝時代

室町時代

戦国時代前期

　〃　後期
安土桃山時代

江戸時代

　　一一　793

794’”一1184　（391）

1185”一1332　（148）

1333’一1391　（59）

1392tv　1492　（101）

1493一一1531　（39）

1532”v1567　（36）

1568”一1599　（32）

1600－v

合 計

平
安
時
代
を
除
け
ば
、
圧
倒
的
多
数
の
寺
院
の
創
設
が
十
六
世
紀
、
そ
れ
も
中
期
以
降
に
集
中
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
期
が
、
大
山
崎
に
お
い
て
二
一
建
立
ラ
ッ
シ
ュ
の
時
期
で
あ
っ

た
。　

同
期
の
う
ち
、
建
立
・
再
興
者
の
俗
姓
が
わ
か
る
も
の
の
み
を
取
り
出
し
、
ま
た
『
大
山
崎
史

　
⑤

叢
考
』
な
ど
も
参
考
に
し
て
ま
と
め
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
十
四
世
紀
末
以
降
、
松
田
・
井
尻
・

井
上
な
ど
大
山
崎
の
有
力
都
市
民
に
よ
る
建
立
・
再
興
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
か
で
も
井

尻
家
の
寺
で
あ
る
大
念
寺
は
建
立
直
後
の
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
、
勅
願
所
の
指
定
ま
で
う
け
て

い
る
（
『
大
念
寺
文
書
』
町
史
魏
）
。
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
傾
向
は
、
十
六
世
紀
の
開
基
者
不
明
の

他
の
多
く
の
寺
庵
に
つ
い
て
も
当
然
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
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表2　大山崎の寺院の建立。再興者

年代　｝ 寺名1 建立・再興者

推古天皇期 不言　寺 摂津国垂水岩氏女

仁平4年（1154） 西観音寺． 〔再興〕河内国八二重忠

弘安2年（1279） 成恩寺 藤原（一条）実経

観応2年（1351） 真成院 薬師寺公義

臨永3年（1396） 円　通　庵 松照一族

応永34年（1427） 岩上地蔵堂 道詮（松田一族ヵ）

応仁年中（1467～9） 千三寺 六保抵家

明応7年（1498） 瑞雲寺 井尻有助

永正元年（1504） 引接寺 岩上町中

永正13年（1516） 勝　幡寺 〔再興〕井上道西

弘治元年（1555） 大念寺 秦（井尻）長助

天正光年（1573） 安養院 一漢士等（松田秀鍛）

天正6年（1578） 洞　雲寺 織田悦三

寛永12年（1635） 神　照　院 河原晦貞知

　
こ
れ
ら
の
寺
庵
は
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
都
市
民
の
保
護
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
円
通
庵
（
地
蔵
寺
末
）
を
と
り
あ
げ
る
と
、
大
永
二
年
（
一
五
ご
二
）
、
小
塩

　
　
　
（
円
　
　
通
　
　
庵
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舛
　
馬
）

荘
内
の
「
ゑ
ん
つ
う
あ
ん
」
の
田
地
に
つ
い
て
は
、
「
松
田
つ
し
ま
」
が
「
あ
つ
か
い
」

を
行
っ
て
い
る
（
『
九
条
家
文
書
』
町
史
鵬
）
。
ま
た
戦
国
期
に
は
、
松
田
対
馬
守
秀
頼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
円
通
庵
奉
行
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
に
な
る
と
、
幕
府
の
衰
退
に
と
も
な
っ
て
大
山
崎
神
人

の
独
占
権
が
脅
か
さ
れ
、
油
商
業
は
か
つ
て
の
繁
栄
を
失
う
と
い
う
。
し
か
し
戦
国
期

の
社
会
変
動
は
商
品
流
通
を
活
発
化
さ
せ
、
交
通
運
輸
や
商
取
引
に
か
か
わ
る
大
山
崎

の
都
市
民
を
刺
激
し
た
。
金
融
業
者
の
役
割
は
高
ま
り
、
都
市
大
山
崎
は
全
体
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

よ
り
一
層
発
展
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
頃
に
な
る
と
、
大
山
崎

都
市
民
の
石
清
水
八
幡
宮
か
ら
の
自
立
傾
向
が
強
ま
り
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
神

人
中
で
は
な
く
、
よ
り
地
縁
的
な
組
織
で
あ
る
惣
中
が
都
市
自
治
を
担
う
よ
う
に
な
つ
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⑧

て
い
く
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
有
力
都
市
民
の
経
済
的
成
長
は
、
彼
ら
に
家
産
・
家
名
の
継
承
に
基
づ
く
イ
エ
観
念
を
も
た
ら
し
、
そ
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
表
現
と
し
て
イ
エ
の
忠
庵
の
創
設
に
踏
み
切
ら
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
個
々
の
都
市
民
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
庵

を
信
仰
の
拠
点
と
し
、
保
護
・
整
備
を
加
え
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
山
崎
の
都
市
と
寺
院
の
歴
史
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
の
で

　
⑨

あ
る
。



中世都市大山崎の展闇と寺院（仁木）

　
b
　
惣
庄
寺
庵
筆
頭

　
十
六
世
紀
に
な
る
と
、
残
存
史
料
か
ら
み
る
限
り
宝
積
寺
へ
の
田
畠
の
寄
進
は
激
減
す
る
。
こ
れ
は
前
項
で
み
た
よ
う
に
、
大
山
崎
の
都
市

民
の
志
向
が
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
エ
の
等
院
へ
移
行
し
、
寄
進
も
そ
ち
ら
へ
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。
で
は
、
平
安
時
代
に
起
源

を
も
つ
他
の
多
く
の
寺
院
と
同
様
、
つ
い
に
宝
積
寺
も
衰
退
し
て
ゆ
く
運
命
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ま
だ
十
五
世
紀
の
事
象
に
属
す
る
が
、
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
、
大
山
崎
惣
中
の
正
月
の
オ
コ
ナ
イ
行
事
に
宝
積
寺
の
僧
侶
が
よ
ば
れ
て

　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
る
。
こ
れ
は
当
時
、
宝
積
寺
が
個
々
の
都
市
民
の
み
な
ら
ず
、
大
山
崎
の
都
市
共
同
体
全
体
の
信
仰
を
も
集
め
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
永
正
十
六
年
（
一
五
一
九
）
、
宝
積
寺
の
梵
鐘
が
再
興
さ
れ
た
。
鐘
銘
に
よ
る
と
、
松
田
勘
解
由
左
衛
門
尉
宗
誠
・
買
屋
三
郎
右
衛
門
宗
吉
・

魚
屋
五
郎
衛
門
ら
大
山
崎
の
有
力
都
市
民
が
檀
那
と
な
り
、
「
芙
下
泰
平
、
国
土
安
穏
、
特
庄
内
安
全
、
十
方
檀
那
諸
人
快
楽
」
の
た
め
に
こ

の
鐘
を
鋳
喜
た
と
い
雇
屋
内
安
舎
を
祈
り
・
宝
積
寺
で
畏
絶
え
る
こ
と
な
ら
か
れ
る
鐘
豊
田
は
・
中
世
大
山
崎
荏
む
人
々
に
特

別
な
響
き
と
し
て
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
鐘
銘
は
、
宝
積
寺
が
「
庄
内
安
全
」
を
司
る
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
故
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
そ
有
力
都
市
民
が
こ
う
し
た
鐘
を
当
寺
に
寄
進
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
鐘
銘
は
、
い
ま
一
つ
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
門
大
山
崎
鞘
寄
帳
」
（
『
離
宮
』
町
史
蹴
）
に
よ
る
と
、

宝
積
寺
の
院
坊
の
内
、
例
え
ば
覚
昇
坊
に
つ
い
て
門
六
百
九
拾
壱
年
已
前
長
保
四
白
年
中
興
幸
盛
開
基
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
幸
盛
は
永
正
十

六
年
の
・
の
鐘
銘
に
あ
ら
わ
れ
・
人
物
で
あ
・
、
・
㎏
か
ら
・
尋
改
帳
し
の
意
図
す
…
ろ
は
覆
塁
年
開
基
・
震
董
」
で
あ
・
う

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
例
は
、
自
性
院
と
乗
源
、
大
仙
院
と
乗
静
、
多
門
院
と
栄
通
、
無
量
寿
院
と
源
栄
、
松
之
坊
と
栄
俊
に
つ
い
て

も
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
院
坊
は
門
寺
改
帳
」
で
「
寺
家
六
ヶ
寺
」
と
よ
ぼ
れ
、
近
世
初
期
の
宝
積
寺
で
最
も
有
力
な
院
坊
で
あ
っ
た
が
、

そ
う
し
た
院
坊
が
い
ず
れ
も
十
六
世
紀
初
頭
の
人
々
に
よ
っ
て
中
興
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
が
宝
積
寺
に
と
っ
て
空
前
の
院
坊
中

興
ラ
ッ
シ
．
一
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
十
六
世
紀
が
、
大
山
崎
都
市
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
エ
の
寺
庵
を
建
立
し
た
ラ
ッ
シ
．
一
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
都
市
民
の
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そ
う
し
た
志
向
が
、
宝
積
寺
内
の
院
坊
の
新
た
な
建
立
、
中
興
に
向
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
幸
盛
以
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

人
物
に
つ
い
て
は
不
詳
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
背
後
に
有
力
都
市
民
が
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

　
天
文
一
、
一
十
年
（
一
五
五
一
）
、
慧
集
喝
食
が
、
先
天
慧
恩
首
座
の
一
周
忌
頓
証
菩
提
追
善
の
た
め
に
宝
積
寺
に
十
貫
文
を
寄
進
し
、
本
堂
の
三

無
を
造
営
し
た
（
『
宝
』
町
史
鮒
、
臨
8
6
）
。
禅
僧
が
真
言
宗
宝
積
寺
に
柱
を
寄
進
し
た
理
由
は
、
こ
の
寄
進
状
の
端
裏
書
か
ら
し
ら
れ
る
よ
う
に
、

慧
集
の
俗
名
が
井
尻
六
郎
左
衛
門
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
お
そ
ら
く
六
郎
左
衛
門
の
イ
エ
の
寺
院
が
禅
宗
で
、
出
家
し
て
慧
集
と

名
乗
っ
て
い
た
が
、
宝
積
寺
の
本
堂
造
営
に
あ
た
っ
て
軒
柱
の
寄
進
を
か
っ
て
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
十
六
世
紀
、
大
山
崎
の
都
露
華
が
先
祖
菩
提
・
後
生
安
穏
を
祈
願
す
る
対
象
は
イ
エ
の
寺
院
に
移
り
、
宝
積
寺
に
お
い
て
も
そ
の
た
め
の
院

坊
が
新
設
・
再
興
さ
れ
た
。
そ
し
て
宝
積
寺
は
「
庄
内
安
全
」
を
体
現
す
る
寺
院
と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
、
梵
鐘
鋳
造
や
本
堂
造
営
に
あ
た

っ
て
都
市
民
が
多
額
の
寄
進
を
行
っ
て
い
る
。
当
該
期
の
大
山
崎
に
お
い
て
は
、
都
市
の
中
心
寺
院
宝
積
寺
に
対
す
る
信
仰
（
惣
中
と
し
て
、
個

人
と
し
て
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
旧
庵
へ
の
有
力
都
市
民
（
イ
ェ
）
の
信
仰
が
重
層
的
に
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
時
は
下
っ
て
慶
長
六
年
（
エ
ハ
〇
一
）
、
大
山
崎
の
寺
庵
・
神
人
が
連
判
し
て
「
山
崎
華
中
」
宛
に
掟
書
を
し
た
た
め
、
一
味
同
心
す
る
こ
と
、

何
事
も
惣
中
へ
任
せ
る
こ
と
な
ど
を
誓
っ
た
（
『
離
宮
』
町
史
悩
）
。
こ
の
連
判
の
筆
頭
で
、
六
保
・
五
言
の
隠
居
や
上
・
下
の
若
衆
中
に
先
ん
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
崎
）
　
　
　
（
固
）

て
署
名
し
て
い
る
の
が
、
西
観
音
寺
と
宝
積
等
で
あ
っ
た
。
こ
の
掟
書
の
端
裏
に
は
「
山
さ
き
惣
庄
か
た
め
の
連
判
」
と
記
さ
れ
、
き
わ
め
て

重
要
な
定
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
た
掟
書
の
中
で
宝
積
寺
は
、
黒
歯
の
筆
頭
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
大
山
崎
惣
庄
の
隠
居
・
若

衆
中
や
有
力
都
市
民
に
先
ん
ず
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
大
山
崎
の
事
実
上
の
領
主
で
あ
っ
た
惣
中
と
、
こ
こ
に
連
署
し
て
い
る
都

市
民
ら
の
関
係
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
惣
中
と
宝
積
寺
の
相
互
関
係
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
宝
積
寺
が
信
仰
面
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
に

も
力
量
を
認
め
ら
れ
、
大
山
崎
惣
庄
で
最
重
要
の
構
成
員
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
た
近
世
初
頭
の
宝
積
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
地
位
は
、
戦
国
時
代
に
は
す
で
に
設
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
戦
国
時
代
末
期
、
宝
積
寺
は
大
山
崎
の
中
心
寺
院
と
し
て
、
信
仰
上
、
政
治
上
で
不
動
の
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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中世都市大山晦の展開と寺院（仁木）

①
脇
岡
論
文
注
は
じ
め
に
⑦
な
ど
。

②
　
拙
著
注
∬
⑩
2
5
頁
の
表
2
参
照
。

③
同
法
2
2
頁
の
表
1
参
照
。

④
　
『
京
都
府
の
地
名
』
（
注
狂
⑧
）
「
地
蔵
寺
跡
」
。

⑤
注
は
じ
め
に
⑧
。

⑥
『
壬
生
家
文
書
』
匹
i
一
一
八
一
。
な
お
、
岡
文
書
の
松
濁
対
馬
守
の
花
押
は
、

　
『
離
宮
』
鋤
の
同
人
の
花
押
（
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
古
文
書
蜜
影
写
本
に
よ

　
る
）
と
一
致
す
る
。

⑦
　
大
山
綺
の
都
市
民
・
寺
庵
が
金
融
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
は
以
下
の
史
料
に
あ

　
ら
わ
れ
る
。
文
明
十
三
年
、
中
西
・
井
上
治
部
入
道
・
実
根
坊
・
疑
心
庵
宅
蔵
主

　
・
津
田
大
炊
助
（
『
政
所
賦
銘
引
付
』
）
、
山
索
道
帯
刀
入
道
虚
心
・
僑
油
谷
西
坊
・

　
実
根
坊
・
伝
染
軒
（
『
賦
引
付
』
｝
）
、
天
文
十
六
年
、
柴
垣
平
三
宗
恒
な
ど
（
『
銭

　
主
賦
引
付
』
）
（
一
部
は
町
史
鋤
・
靭
）
。

⑧
　
諸
論
文
注
は
じ
め
に
⑦
。

⑨
　
中
世
後
期
村
落
に
お
け
る
有
力
農
畏
と
そ
の
寺
庵
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
竹
田

　
聴
洲
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
　
一
九
七
一
年
）
な
ど
参

　
照
。

⑩
「
童
使
年
中
行
事
覚
書
」
（
藤
井
光
之
助
所
蔵
、
『
島
本
町
史
』
史
料
編
凱
頁
）
。

⑪
　
江
戸
末
期
の
史
料
で
は
、
宝
積
寺
・
西
観
音
寺
住
僧
が
惣
中
の
祭
礼
に
「
御
師
」

V
城
下
町
か
ら
近
世
都
市
へ

1
　
統
剛
政
権
と
大
山
崎

　
と
し
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
『
大
由
臨
．
史
叢
論
幽
（
注
は
じ
め
に

　
⑧
獅
頁
）
。

⑫
『
町
史
』
史
料
編
は
鐘
銘
の
全
文
を
引
用
し
て
い
な
い
た
め
、
坪
井
良
平
『
日

　
本
古
鐘
銘
集
成
』
（
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
）
に
よ
る
。

⑬
笹
本
正
治
『
中
世
の
音
・
近
世
の
音
』
（
名
著
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

⑭
坪
井
著
書
注
⑫
に
よ
る
と
、
法
印
乗
源
と
西
座
山
善
の
間
に
区
画
を
別
に
し
て
、

　
栄
通
・
豪
乗
・
栄
俊
・
幸
盛
・
源
祐
・
栄
信
・
侍
従
公
の
曲
名
が
連
記
さ
れ
て
い

　
る
。

⑮
本
項
の
最
初
で
の
べ
た
よ
う
に
、
十
六
世
紀
に
な
る
と
宝
積
寺
に
対
す
る
田
畠

　
の
寄
進
が
激
減
す
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
現
存
の
『
宝
積
寺
文
書
』
が
宝
積
寺

　
本
笏
の
み
に
伝
来
し
た
分
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
数
倍
す
る
黛
の
文
書
が
各
院
坊

　
に
所
持
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
十
穴
世
紀
の
段
階
で
宝
積
寺
に
多
く
の
輩
下
が
出

　
現
し
た
た
め
、
田
畠
の
寄
進
が
そ
う
し
た
新
し
い
院
坊
に
集
申
し
、
本
坊
に
は
集

　
ま
ら
な
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
『
雍
州
府
志
』
五
（
寺
院
門
下
）
は
、

　
最
盛
期
、
宝
積
寺
に
は
十
二
の
曇
霞
が
あ
っ
た
と
伝
え
る
。

⑯
こ
の
掟
書
に
表
れ
る
宝
積
寺
の
地
位
は
、
V
章
で
検
討
す
る
よ
う
な
、
羽
柴
（
豊

　
臣
）
政
権
の
て
こ
入
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し

　
か
し
そ
れ
で
は
西
観
音
寺
を
よ
り
上
位
に
置
く
理
由
が
説
明
で
き
な
い
。
や
は
り

　
惣
庄
内
で
の
自
律
的
な
力
関
係
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

戦
国
の
争
乱
の
中
で
多
く
の
軍
勢
が
大
山
碕
を
通
過
し
、
こ
こ
に
戦
陣
を
構
え
た
。
ま
た
背
後
の
天
王
山
に
は
、
山
城
・
摂
津
・
河
内
三
国

（419）

に
備
え
る
べ
く
山
城
が
築
か
れ
た
。
『
離
宮
八
幡
宮
文
書
』
に
数
多
く
残
さ
れ
た
禁
制
か
ら
は
、
都
市
共
同
体
が
諸
勢
力
の
間
を
奔
走
す
る
姿
　
㎜



が
偲
ば
れ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
山
崎
は
何
度
か
兵
火
を
蒙
っ
た
。
都
市
民
が
軍
事
力
と
し
て
動
員
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
立
地
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
い
っ
て
大
山
崎
が
完
全
に
中
立
で
あ
り
え
る
は
ず
も
な
い
。
こ
う
し
た
「
自
治
都
市
」
大
山
崎
の
複
雑
な
性
格
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
都
市
と
し
て
特
定
の
勢
力
の
支
配
下
に
完
全
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
一
度
も
な
か
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
織
田
信
長
は
畿
内
の
他
の
多
く
の
都
市
と
同
様
、
大
山
崎
も
直
轄
都
市
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
す
で
に
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

信
長
の
西
国
出
兵
に
際
し
、
淀
・
鳥
羽
な
ど
と
な
ら
ん
で
「
山
崎
の
者
共
」
が
船
を
仕
立
て
て
京
都
ま
で
信
長
を
迎
え
に
参
上
し
て
い
る
。
翌

七
年
に
は
、
信
長
は
宝
積
寺
に
数
日
間
逗
留
し
、
石
清
水
八
幡
宮
の
修
理
や
、
信
長
に
謀
反
し
た
摂
津
荒
木
村
重
一
族
の
処
分
な
ど
を
令
し
て

　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
る
。
そ
し
て
天
正
八
年
、
重
臣
佐
久
間
信
号
父
子
に
対
し
て
信
長
が
下
し
た
折
奏
状
の
一
条
に
は
左
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
一
山
崎
申
付
け
候
に
、
信
長
詞
を
も
か
け
候
者
共
、
程
な
く
追
失
せ
候
儀
、
是
も
最
前
の
ご
と
く
、
小
河
か
り
や
の
取
扱
ひ
紛
れ
な
き
事
、

　
こ
こ
で
「
小
河
か
り
や
」
の
事
と
は
、
信
盛
が
三
河
刈
屋
の
水
野
信
元
の
跡
職
を
任
さ
れ
た
の
に
、
信
元
の
旧
臣
を
追
放
し
、
そ
の
知
行
地

を
私
蔵
し
て
利
益
を
あ
げ
た
こ
と
を
さ
す
。
お
そ
ら
く
大
山
崎
に
つ
い
て
も
、
信
長
か
ら
支
配
を
任
さ
れ
て
い
た
三
盛
が
私
腹
を
肥
す
の
に
急

で
あ
っ
た
た
め
、
「
信
長
詞
を
も
か
け
候
者
共
」
ま
で
没
落
し
た
と
し
て
指
弾
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
山
崎
が
織
田
政
権
の
重
臣
の
支
配
下

に
あ
り
、
ま
た
都
市
民
の
一
部
が
信
長
と
特
別
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
年
未
詳
の
明
智
光
秀
・
村
井
貞
勝
連
署
状
は
、
信
長
軍
通
行
の
際
の
迷
惑
を
訴
え
た
大
山
崎
惣
中
に
応
じ
て
、
「
当
所
南
道
筋
」
を

「
広
作
」
す
る
よ
う
に
指
示
し
、
「
町
道
一
円
」
留
め
た
り
は
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
『
離
宮
』
鵬
）
。
織
田
政
権
は
、
都
市
へ
の
年
魚
を
防
ぐ
た

め
西
国
街
道
の
バ
イ
パ
ス
整
備
を
令
す
る
一
方
、
そ
の
た
め
に
「
町
道
」
を
閉
鎖
し
て
大
山
崎
を
衰
退
さ
せ
た
り
は
し
な
い
と
書
き
添
え
る
こ

と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
交
通
路
を
付
け
替
え
、
都
市
そ
の
も
の
の
移
転
さ
え
企
て
る
統
一
政
権
に
直
面
し
、
大
山
崎
も
そ
の
性
格
を
変
え
つ
つ

　
　
　
　
　
　
⑤

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
中
世
都
市
大
山
崎
に
終
止
符
を
う
っ
た
の
は
羽
柴
秀
吉
で
あ
る
。

　
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
七
月
、
信
長
亡
き
後
の
諸
問
題
を
討
議
す
る
清
須
会
議
か
ら
帰
京
し
た
秀
吉
は
、
早
速
、
天
王
山
に
居
城
を
築
き
は
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⑥

じ
め
た
。
翌
十
一
年
六
月
、
そ
の
居
所
を
大
坂
に
移
す
ま
で
、
天
王
山
の
山
崎
城
が
秀
吉
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
。
一
年
に
も
満
た
な
い
短
期
間

で
は
あ
る
が
、
こ
の
間
、
織
田
儒
雄
や
柴
田
勝
家
と
の
覇
権
争
い
を
繰
り
ひ
ろ
げ
た
秀
吉
に
と
っ
て
は
、
政
権
の
基
礎
が
た
め
の
重
要
な
時
期

で
あ
っ
た
。
勝
家
は
山
崎
城
を
さ
し
て
、
秀
吉
は
「
天
下
の
絶
対
君
主
た
ら
ん
と
す
る
が
如
く
な
る
」
有
様
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
（
『
日
本

耶
蘇
会
年
報
』
町
史
妬
）
。
そ
し
て
こ
う
し
た
時
期
に
、
山
崎
城
下
の
大
山
崎
は
羽
柴
政
権
の
「
首
都
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
天
正
十
年
七
月
、
支
配
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
大
山
崎
宛
に
出
し
た
秀
吉
の
掟
書
に
は
、
①
油
座
は
当
所
侍
の
他
は
商
買
禁
止
、
②
買
得

田
畠
は
安
堵
、
③
麹
座
は
以
前
の
如
く
進
退
せ
よ
、
④
理
不
尽
の
催
促
停
止
、
⑤
徳
政
免
許
と
あ
り
、
都
市
大
山
崎
や
そ
の
有
力
都
市
民
が
以

前
か
ら
有
し
て
い
た
特
権
や
得
分
を
保
証
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
（
『
離
宮
』
麗
）
。
ま
た
論
告
は
、
同
年
十
、
十
一
月
、
撰
銭
令
や
博
毒
忌
欄

な
ど
の
都
市
法
令
を
矢
継
ぎ
早
に
大
山
崎
に
出
し
た
。
こ
れ
ら
は
羽
柴
政
権
の
都
市
支
配
の
一
端
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
が
、
特
に
後
者
で

　
（
隣
）
　
　
（
軒
）

「
と
な
り
如
け
ん
」
の
連
帯
責
任
を
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
支
配
が
決
し
て
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
（
『
疋
田
家

本
離
宮
八
幡
宮
文
書
』
町
史
卿
）
。
秀
吉
は
硬
軟
取
り
混
ぜ
た
法
令
に
よ
っ
て
、
た
く
み
に
大
山
崎
を
城
下
町
へ
と
変
貌
さ
せ
て
い
っ
た
。

　
当
時
、
大
山
崎
に
は
長
岡
藤
孝
な
ど
秀
吉
摩
下
の
有
力
武
将
が
仮
寓
し
て
い
た
（
『
兼
見
卿
詑
』
町
史
那
）
。
ま
た
秀
吉
の
茶
頭
で
あ
っ
た
千
利

休
と
妙
筆
庵
舞
曲
と
の
交
友
関
係
が
知
ら
れ
、
秀
吉
も
あ
る
い
は
妙
喜
庵
で
茶
会
な
ど
開
い
た
か
も
し
れ
な
い
（
『
津
田
宗
及
他
無
記
』
な
ど
、
町

史
飾
）
。
さ
ら
に
、
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
の
「
社
家
諸
神
人
等
持
高
目
録
写
」
の
中
に
「
御
存
知
之
者
共
」
と
し
て
関
戸
・
津
田
・
井
尻
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
御
書
、
大
鞍
打
、
大
つ
ニ
ミ
打
、
碁
打
な
ど
と
注
記
さ
れ
て
い
る
（
『
疋
田
種
儒
文
書
』
町
史
娚
）
。
こ
れ
は
、
秀
吉
の

山
崎
在
城
当
時
、
そ
の
許
に
出
入
り
し
て
交
流
し
て
い
た
都
市
民
が
石
高
を
扶
持
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
戦
国
時
代
有
数
の
自
治
都
市
大
山
崎
は
、
羽
柴
政
権
の
「
首
都
」
城
下
町
と
し
て
法
制
的
に
把
握
さ
れ
、
ま
た
一
部
の
家
臣
団
屋

敷
が
置
か
れ
、
秀
吉
が
茶
会
を
催
す
よ
う
な
城
下
空
間
と
も
な
っ
た
。
そ
し
て
都
帯
民
の
中
に
は
、
芸
能
を
通
じ
て
秀
吉
の
扶
持
を
受
け
る
も

の
ま
で
現
れ
た
の
で
あ
る
。

・
で
は
何
故
、
羽
柴
政
権
は
自
治
都
市
大
山
崎
を
そ
の
支
配
に
取
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
く
一
つ
の
鍵
は

131 （421）



山
崎
城
と
宝
積
寺
の
位
置
関
係
に
あ
る
と
考
え
た
い
。

2
　
山
崎
城
と
宝
積
寺

132　（422）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
天
王
山
頂
に
展
開
す
る
山
崎
城
跡
の
縄
張
り
分
析
に
よ
る
と
、
策
尾
根
側
（
財
界
解
神
社
が
あ
る
側
）
に
大
手
口
が
位
置
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

こ
こ
か
ら
大
手
道
は
現
在
の
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
同
様
、
山
麓
の
宝
積
寺
に
向
け
て
下
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
秀
吉
が
通
常
、
山
上
の
居

館
に
い
た
こ
と
は
、
秀
吉
訪
問
時
の
『
兼
見
墨
壷
』
の
記
事
か
ら
わ
か
る
（
町
史
塒
）
が
、
宝
積
寺
が
山
崎
城
の
全
体
的
な
構
造
の
中
に
取
り
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
密
）

ま
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
ち
が
い
な
い
。
多
聞
院
英
俊
が
こ
の
城
の
こ
と
を
「
山
崎
財
寺
城
」
と
よ
ん
で
い
る
こ
と
は
、
こ
の
推
量
の
正
し
さ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

示
し
て
い
る
（
『
多
聞
院
日
記
』
町
史
篇
）
。

　
城
郭
と
城
下
町
全
体
の
プ
ラ
ン
か
ら
考
察
す
る
と
、
宝
積
寿
が
、
広
大
な
山
崎
城
一
大
山
崎
城
下
町
の
ま
さ
に
中
心
の
位
置
を
占
め
る
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
も
大
手
道
の
入
口
に
あ
た
る
と
い
う
防
衛
上
の
理
由
、
狭
心
で
、
軍
勢
の
駐
屯
を
忌
避
す
る
大
山
崎
の
町
場
内
に
多
数
の
屋

敷
を
覆
し
づ
ら
い
と
い
う
奮
か
ら
・
遠
寺
の
境
内
・
院
坊
墨
壷
直
属
の
武
将
が
居
を
欝
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
⑱
．

　
こ
う
し
た
宝
積
寺
を
羽
柴
政
権
は
特
別
に
遇
し
た
。
前
節
で
み
た
「
社
家
諸
神
人
等
持
高
目
録
写
」
（
天
正
十
七
年
）
は
秀
吉
に
よ
っ
て
認
定

さ
れ
た
持
高
と
そ
の
聖
主
の
一
覧
で
あ
る
が
、
寺
庵
は
四
寺
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
う
ち
宝
積
寺
は
筆
頭
に
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
「
宝
寺
別
当
坊
」
が
別
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
『
疋
田
種
信
文
書
』
町
史
賊
）
。
ま
た
秀
吉
の
関
白
就
任
（
天
正
十
三
年
）
後
の
堀
川
近
江

守
書
状
は
、
秀
吉
が
尋
ね
た
い
子
細
が
あ
る
の
で
今
日
明
日
中
に
上
洛
す
る
よ
う
大
山
崎
年
寄
中
宛
に
命
じ
、
宝
積
寺
僧
衆
へ
も
同
じ
よ
う
に

申
し
入
れ
た
の
で
、
僧
衆
と
申
し
合
わ
せ
て
上
洛
す
る
よ
う
に
と
あ
る
。
秀
吉
の
尋
問
の
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
大
山
崎
毒
中
の
年
寄
中
と

な
ら
ぶ
存
在
と
し
て
宝
積
寺
の
僧
衆
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
後
の
史
料
だ
が
、
大
山
崎
が
城
下
町
で
あ
っ
た
当
蒔
の

状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
誤
り
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
宝
積
寺
の
こ
の
よ
う
な
地
位
は
、
食
餌
が
山
崎
城
－
大
山
崎
城
下
町
プ
ラ
ン
の
申
心
に
あ
っ
た
と
い
う
地
理
的
条
件
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
秀
吉
の
山
崎
城
築
城
に
あ
た
っ
て
偶
然
、
宝
積
寺
が
利
用
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
前
章
で
み
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

戦
国
時
代
の
大
山
崎
に
お
い
て
、
宝
積
寺
は
信
仰
上
、
政
治
上
、
一
つ
の
中
心
に
位
置
し
た
。
羽
柴
政
権
は
こ
の
こ
と
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。

　
大
山
崎
を
支
配
す
る
山
崎
城
の
大
手
、
城
郭
－
城
下
町
の
全
体
構
造
の
中
心
に
宝
積
寺
を
す
え
る
こ
と
は
、
都
市
民
に
政
治
的
な
圧
迫
感
を

与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
に
対
し
て
秀
吉
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
優
位
に
立
つ
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
秀
吉
が
大
山
崎
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

城
下
町
と
し
て
支
配
す
る
こ
と
に
門
正
当
性
」
を
も
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
自
治
都
市
の
中
心
宝
積
寺
は
、
城
下
町
の
核
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
っ
た
。

　
天
正
十
一
年
（
　
五
八
三
）
六
月
、
全
国
制
覇
を
目
指
す
秀
吉
が
大
坂
に
去
り
、
翌
十
二
年
三
月
に
は
山
崎
城
の
天
主
が
「
壊
取
」
ら
れ
た
（
『
兼

見
卿
記
』
町
史
捌
）
。
大
山
略
は
短
か
か
っ
た
城
下
町
の
時
代
を
終
え
た
が
、
あ
と
に
残
っ
た
都
市
は
も
は
や
中
世
都
市
、
自
治
都
市
と
し
て
の

大
山
崎
で
は
な
か
っ
た
。
紅
中
が
公
儀
権
力
か
ら
市
政
一
般
の
運
営
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
戦
国
期
に
は
い
ま
だ
見
ら
れ
た
諸
寺
院
の
土
地
領
主
権

は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
都
市
の
二
重
構
造
は
解
消
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
平
安
期
以
来
の
複
雑
な
構
造
、
支
配
関
係
を
特
徴
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
中
世
都
市
大
山
崎
は
消
滅
し
、
公
権
力
と
都
市
共
同
体
が
直
接
か
つ
唯
一
対
峙
す
る
近
世
都
市
が
完
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

①
　
南
北
朝
以
降
の
大
軍
崎
を
め
ぐ
る
合
戦
に
つ
い
て
は
、
中
井
均
「
晦
騎
城
跡
の

　
構
造
と
歴
史
」
（
『
長
岡
京
』
三
〇
、
一
九
八
三
年
）
が
詳
し
い
。

②
『
儒
長
公
記
隔
天
正
六
年
五
月
十
三
日
条
。

③
同
右
、
天
正
七
年
十
二
月
十
二
臼
条
。

④
　
極
右
、
天
正
八
年
八
月
十
二
日
条
。
朝
尾
薩
弘
「
『
将
軍
権
力
』
の
創
出
（
三
）
」

　
（
『
歴
史
評
論
』
二
九
三
、
一
九
七
四
年
）
参
照
。

⑤
小
島
道
裕
「
織
夏
期
の
都
市
法
と
都
市
遺
構
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

　
報
街
』
八
、
一
九
八
五
年
）
、
前
川
著
書
注
は
じ
め
に
①
な
ど
参
照
。
な
お
、
大

　
山
崎
町
役
場
に
保
管
さ
れ
て
い
る
明
治
年
間
の
地
籍
図
類
を
調
査
し
た
が
、
「
南

　
道
筋
」
の
明
確
な
痕
跡
と
思
わ
れ
る
も
の
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

⑥
こ
の
聞
の
史
料
に
つ
い
て
も
、
中
井
論
文
注
①
参
照
。

⑦
中
井
論
文
注
①
、
同
「
山
崎
城
の
構
造
」
（
『
長
岡
京
古
文
化
論
叢
』
、
同
朋
思
出

　
版
、
一
九
八
六
年
）
、
池
田
誠
「
天
王
山
宝
寺
城
」
（
村
田
修
三
編
『
図
説
中
世
城

　
郭
事
典
』
二
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
七
年
）
。

⑧
『
武
功
夜
話
』
巻
十
で
も
、
当
城
の
こ
と
を
「
宝
寺
」
と
よ
ん
で
い
る
。

⑨
　
「
新
修
宝
積
寺
絵
図
」
（
近
世
前
期
作
）
に
よ
れ
ば
、
山
崎
合
戦
の
際
に
秀
士
只
庭

　
下
の
武
将
が
、
勝
家
方
と
の
講
和
交
渉
の
際
に
は
勝
家
配
下
の
武
将
が
、
そ
れ
ぞ

　
れ
極
楽
坊
以
下
の
院
坊
に
寄
宿
し
た
と
い
う
（
吉
川
著
書
注
は
じ
め
に
⑧
甥
頁
）
。

⑩
大
由
崎
に
出
陣
し
た
軍
勢
が
宝
積
寺
に
駐
屯
す
る
こ
と
は
戦
国
期
か
ら
み
ら
れ

　
る
（
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
町
史
撚
）
。

⑫
山
崎
城
と
宝
積
寺
の
位
置
関
係
は
、
信
長
の
安
土
域
と
独
見
寺
の
関
係
を
連
想

　
さ
せ
る
。
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⑫
戦
国
・
織
豊
期
京
都
で
も
同
様
な
過
程
が
進
行
し
た
こ
と
は
、
拙
稿
「
中
近
世

お
　
わ
　
り
　
に

移
行
期
の
権
力
と
都
市
艮
衆
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
三
一
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

ユ34　　（424）

　
江
戸
時
代
の
大
山
崎
は
、
中
世
の
神
人
の
系
譜
を
引
く
有
力
都
市
民
が
社
家
中
と
し
て
幕
府
か
ら
そ
の
行
政
を
委
任
さ
れ
て
い
た
。
諸
寺
院

は
、
中
世
都
市
に
お
け
る
領
主
の
地
位
を
失
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
独
立
性
、
政
治
的
実
力
ま
で
喪
失
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、

宝
積
寺
と
西
観
音
寺
だ
け
は
社
家
中
に
組
み
込
ま
れ
、
な
お
【
定
の
自
立
性
を
保
持
し
つ
づ
け
た
が
、
昔
日
の
面
影
は
な
い
。
こ
う
し
て
大
山

崎
の
諸
寺
院
は
幕
藩
体
制
に
奉
仕
す
る
等
院
へ
と
変
貌
を
と
げ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
は
別
途
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
九
～
十
六
世
紀
の
都
市
大
山
崎
を
舞
台
に
、
都
市
構
造
の
展
開
と
寺
院
の
か
か
わ
り
を
追
究
し
て
き
た
。
こ
こ
で
い
う
都
市
構

造
と
は
、
一
つ
は
物
理
的
な
意
味
で
、
建
物
や
田
畠
山
林
、
道
路
・
橋
梁
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
景
観
、
平
安
京
・
京
都
と
の
位
置
関
係

　
　
　
　
①

な
ど
を
さ
す
。
二
つ
目
に
は
都
市
支
配
の
構
造
の
意
で
、
国
家
的
支
配
や
土
地
・
人
の
分
割
支
配
、
ま
た
都
市
共
同
体
支
配
な
ど
。
都
市
構
造

の
第
三
は
都
市
共
同
体
の
あ
り
方
で
、
座
、
神
人
中
、
忙
中
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
組
織
構
造
を
さ
す
。
大
山
崎
に
お

い
て
、
こ
う
し
た
都
市
構
造
の
歴
史
的
展
開
が
時
代
ご
と
の
都
市
の
性
格
を
規
定
し
、
そ
れ
が
寺
院
の
あ
り
よ
う
、
興
亡
と
き
わ
め
て
密
接
に

関
連
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
従
来
、
神
人
の
都
市
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
中
世
大
山
崎
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
寺
院
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
別
の

角
度
か
ら
そ
の
姿
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
世
都
市
の
も
っ
と
も
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
は
、
寺
院
と
の
深
い
か
か
わ
り
に
あ
る
と
い
っ

て
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
か
か
わ
り
方
は
、
時
代
に
よ
り
、
都
市
の
性
格
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
こ
と
な
る
。
本
稿
が
一
つ
の
き
っ
か
け
と

な
っ
て
、
中
世
の
都
市
と
寺
院
を
め
ぐ
る
研
究
が
少
し
で
も
進
展
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

⑦
　
都
市
空
間
論
・
景
観
論
上
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
城
下
町
と
自
治
都
市
」

（『

落
j
学
』
一
四
三
、
一
九
九
〇
年
）
で
　
部
ま
と
め
て
お
い
た
。



〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
一
九
九
一
年
五
～
十
二
月
、
専
院
史
研
究
会
、
日
本
史
研
究
会
中
潜
史
部
会
、
戦
国
・
織
豊
期
研
究
会
な
ど
で
の
報
告
を
ま
と
め
た
も

　
　
　
の
で
あ
る
。
報
告
の
場
、
そ
の
他
で
貴
璽
な
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
　
　
な
お
本
稿
は
、
文
部
省
科
学
研
究
費
一
般
研
究
（
B
）
「
中
世
・
近
世
畿
内
に
お
け
る
寺
社
文
書
の
研
究
」
（
代
蓑
大
山
喬
平
）
の
成
果
の
一
部
で

　
　
　
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
助
手
　
京
都
市
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The　Development　of　the　Medieval　City　of

　　　　　　　　Oyamazaki　and　Temples

　　　　　The一　City　Structure　from　the　Heian

　　　　　Period　to　the　Azuchi－IMomoyama　Period

by

li＞CliKi　Hiroshi

　　Exarnining　closely　the　city　of　eyamazal〈i　from　9th　Century　up　to　the

16th　Century，　1　will　explain　the　characteristics　of　medieval　cities　and

change　of　the　temples’　role．　Before　10th　Century　the　temples　in　Oya－

mazal〈i，　standing　in　between　a　lot　of　public　facilities　controlled　by　the

government，　clearly　had　tke　nature　of　defending　the　state　and　ideolog－

ically　speaking　they　guarded　the　western　border　of　the　Heian　Capital．

　　After　llth　Cen加ry，　during　the　Kamakura　period，　the　area　of　Oyama－

zaki　was　divided　amongst　various　and　powetful　nobles　and　tlie　temples

were　turned　into　the　sites　for　their　store－houses’　or　the　residences　for

lower　workers　serving　the　nobles．　But　wken　the　Muromachi　Shogunate

was　established，　Oyamazaki　was　recognized　by　the　government　as

Jinin－zaisho　（residence　for　lower　workers　serving　of　the　Rifeyu－hachiman

shr圭ne）and　with　the　exception　of　the　H∂訪α肋ヲ’i，　which　had　strong

relations　with　the　government，　the　other　old　temples　gradually　declined．

　　IR　the　age　of　Civil　wars，　a　citizens’　Soffcht2　（commune）　controlled　Oya－

mazaki　and　some　powerful　citizens　founded　temples　for　their　own　families．

These　temples　and　the　Hoshakuv’i，　which　had　become　the　leading　temple

in　the　whole　area，　formed　the　two　lagered　religious　structure．　During

the　age　of　Hashiba　government　in　Oyamazaki，　the　So－chab　（commune）　was

forced　under　the　control　of　the　government．　The　premise　to　this　was

that　the　l16shakuv’i　which　was　at　the　center　of　the　citizens’　activity，　was

situated　in　the　center　of　the　castle－city　plan．
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